
   

令和６年第２回瑞穂市議会臨時会提出議案  
開会 令和６年５月１０日 

 

行政報告 

報告第 ３号 債権放棄の報告について 

報告第 ４号 専決処分の報告について（損害賠償その１） 

報告第 ５号 専決処分の報告について（損害賠償その２） 

報告第 ６号 専決処分の報告について（損害賠償その３） 

報告第 ７号 専決処分の報告について（損害賠償その４） 

 

承 認 

承認第 １号 瑞穂市税条例の一部を改正する条例についての専決処分につい

て 

承認第 ２号 瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専

決処分について 

承認第 ３号 令和５年度瑞穂市一般会計補正予算（第８号）の専決処分につ

いて 

 

議 案 

議案第２９号 瑞穂市固定資産評価員の選任について 

 

       議長の選挙について 

       副議長の選挙について 

       常任委員の選任について 

       議会運営委員の選任について 

       もとす広域連合議会議員の選挙について 

 



報告第３号  

   債権放棄の報告について  

 瑞穂市債権の管理に関する条例（平成２７年瑞穂市条例第１８号）第８条の

規定により、次のとおり市の債権を放棄したので、同条例第９条の規定により

報告する。 

            債 権 放 棄 内 容             

１ 債権の内訳及び放棄した事由  

所管課  債権の名称  
件数  

（件）  

債権の額  

（円）  

放棄した事由  

（第８条該当号）  

上水道課  
水道料金  

78 220,294 消滅時効完成（５号）  

2 5,324 
破 産 に よ る 免 責 （ ８

号）  

計  80 225,618  

給食センター  学校給食費  6 201,860 消滅時効完成（５号）  

学校教育課  交通安全協力費  7 22,960 消滅時効完成（５号）  

  令和６年５月１０日提出  

                     瑞穂市長 森   和  之  

   報告理由  

 私債権のうち時効期間が経過し、又は徴収できる見込みがない水道料金、学

校給食費及び交通安全協力費について債権を放棄したので、報告するもの。 



債権放棄の報告について 
○ 瑞穂市債権の管理に関する条例（抜粋） 

（債権の放棄） 

第８条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当

する場合は、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を徴収する権利（第１号ウ第３

号に掲げる場合において、特定相続人の一部を確知することができないときにあっ

ては、当該確知することができない特定相続人の相続分に係る権利に限る。）の全

部又は一部を放棄することができる。 

（１）債務者が生活困窮状態（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定によ

る保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。）にあり、資力の回復が困難で、

相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。 

（２）債務者の所在が不明その他これに準じた状態にあると認められるとき。 

（３）特定相続人の全部又は一部を確知することができないとき。 

（４）債権金額が少額で、徴収に要する費用に満たないと認められるとき。 

（５）消滅に係る時効期間が経過した当該私債権につき、債務者が時効の援用をする

見込みがあるとき。 

（６）債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続

放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制

執行の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の

金額の合計額を超えないと認られるとき。 

（７）債務者である法人の破産手続が終了した後、清算すべき財産が残った場合にお

いて、当該財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。 

（８）破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）第２０４条第１項その他の法令等の規定により債務者が当該

市の債権についてその責任を免れたとき。 

（９）当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込み

がないものと決定したとき。 

（報告） 

第９条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところによ

り、議会に報告しなければならない。 

 

資料 報３－１



債　権　放　棄　総　括　表

債権の名称 水道料金

担当部署 環境水道部　　上水道課

債 権 額

（円） 第５号 第８号

平成２９年度 18,748 3 3 0

平成３０年度 41,329 14 14 0

平成３１年度 54,353 19 19 0

令和２年度 92,598 37 37 0

令和３年度 18,590 7 5 2

以下余白

合計 225,618 80 78 2

放
棄
す
る
債
権
の
内
訳

調定年度 件数 備　　考
条例第８条

-1-

資料 報３－２



債　権　放　棄　総　括　表

債権の名称 学校給食費

担当部署 教育委員会事務局　　給食センター

債 権 額 条例第８条

（円） 第５号

平成２７年度 23,740 1 1

平成２８年度 52,140 1 1

平成２９年度 52,140 1 1

平成３０年度 73,840 3 3

以下余白

合計 201,860 6 6

調定年度 件数 備　　考

放
棄
す
る
債
権
の
内
訳

-2-



債　権　放　棄　総　括　表

債権の名称 交通安全協力費

担当部署 教育委員会事務局　　学校教育課

債 権 額 条例第８条

（円） 第５号

平成２９年度 1,120 2 2

平成３０年度 21,840 5 5

以下余白

合計 22,960 7 7

調定年度 件数 備　　考

放
棄
す
る
債
権
の
内
訳

-3-



報告第４号 

   専決処分の報告について（損害賠償その１） 

瑞穂市障害者相談支援事業委託に係る消費税の取扱い誤りの件につき和解し、

損害賠償金の額を定めることについて地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報

告する。 

  令和６年５月１０日提出 

                     瑞穂市長 森   和  之  

   報告理由 

 瑞穂市障害者相談支援事業委託に係る消費税の取扱い誤りの件につき和解し、 

損害賠償金の額を定めることについて専決処分したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





報告第５号 

   専決処分の報告について（損害賠償その２） 

瑞穂市障害者相談支援事業委託に係る消費税の取扱い誤りの件につき和解し、

損害賠償金の額を定めることについて地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報

告する。 

  令和６年５月１０日提出 

                     瑞穂市長 森   和  之  

   報告理由 

 瑞穂市障害者相談支援事業委託に係る消費税の取扱い誤りの件につき和解し、 

損害賠償金の額を定めることについて専決処分したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





報告第６号 

   専決処分の報告について（損害賠償その３） 

瑞穂市障害者相談支援事業委託に係る消費税の取扱い誤りの件につき和解し、

損害賠償金の額を定めることについて地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報

告する。 

  令和６年５月１０日提出 

                     瑞穂市長 森   和  之  

   報告理由 

 瑞穂市障害者相談支援事業委託に係る消費税の取扱い誤りの件につき和解し、 

損害賠償金の額を定めることについて専決処分したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





報告第７号 

   専決処分の報告について（損害賠償その４） 

瑞穂市障害者相談支援事業委託に係る消費税の取扱い誤りの件につき和解し、

損害賠償金の額を定めることについて地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報

告する。 

  令和６年５月１０日提出 

                     瑞穂市長 森   和  之  

   報告理由 

 瑞穂市障害者相談支援事業委託に係る消費税の取扱い誤りの件につき和解し、 

損害賠償金の額を定めることについて専決処分したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





承認第１号 

瑞穂市税条例の一部を改正する条例についての専決処分について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和６年３月３１日別紙のとおり瑞穂市税条例の一部を改正する条例について専

決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

令和６年５月１０日提出  

                     瑞穂市長 森   和  之  

提案理由  

 地方税法の一部を改正する法律（令和６年法律第２号）、地方税法等の一部を

改正する法律（令和６年法律第４号）及び地方税法施行令の一部を改正する政

令（令和６年政令第３４号）の公布に伴い、市条例を改正する専決処分をした

ので、これを報告し、議会の承認を求めるもの。  

 

 

 







 

瑞穂市税条例の一部を改正する条例  

瑞穂市税条例（平成１５年瑞穂市条例第４４号）の一部を次のように改正す

る。  

第５１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書を

加える。  

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかで  

あり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。  

第５１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改める。  

第７１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書を

加える。  

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当

することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。  

第７１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改める。  

第１３９条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただ

し書を加える。  

ただし、市長が、当該者が所有又は取得する土地が同項各号のいずれかに

該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要がある

と認める場合は、この限りでない。  

第１３９条の３第３項中「によって」を「により」に改める。  

附則第５条の次に次の１条を加える。  

（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例）  

第５条の２ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４条の４第４項に規

定する特例損失金額（以下この項において「特例損失金額」という。）があ

る場合には、特例損失金額（同条第４項に規定する災害関連支出がある場合  

には、第３項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。  

以下この項及び次項において「損失対象金額」という。）について、令和５



 

年において生じた法第３１４条の２第１項第１号に規定する損失の金額とし

て、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第３４条

の２の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和

７年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌

年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額

が生じた年において生じなかったものとみなす。  

２ 前項前段の場合において、第３４条の２の規定により控除された金額に係

る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第

４８条の６第１項に規定する親族の有する法附則第４条の４第４項に規定す

る資産について受けた損失の金額（以下この項において「親族資産損失額」

という。）があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和７年度以

後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分

の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生

じた年において生じなかったものとみなす。  

３ 第１項の規定は、令和６年度分の第３６条の２第１項又は第４項の規定に

よる申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出されたもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定

申告書を含む。）に第１項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場

合（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市長が認める場合を含む。）に限り、適用する。  

附則第６条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に改め

る。  

附則第７条の４の次に次の４条を加える。  

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除）  

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及

び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別

税額控除額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納  

税義務者（次条及び附則第７条の７において「特別税額控除対象納税義務者」  

という。）の第３４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附則第５



 

条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、前条及び附則第

９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。  

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第４７条の５

第１項及び前条の規定の適用については、第３４条の７第２項及び前条中「  

附則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８

第６項」と、第４７条の５第１項中「課した」とあるのは「附則第７条の５

第１項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」

とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」

と、「、前々年中」とあるのは「、附則第７条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合における前々年中」とする。  

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例）  

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書

に記載すべき各納期の納付額については、第４１条の規定にかかわらず、次

に定めるところによる。  

（１）特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の

市民税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される

普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収

に係る個人の県民税の額（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適

用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額を

いう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以下この号におい

て「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。）から

その者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税

の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下この

項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）

がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除し

て得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金

額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に３を乗じ

て得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額



 

から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」

という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納

付額は、第４０条第１項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び

次条第１項において「第１期納期」という。）においてはその者の第１期

分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除  

した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。  

（２）特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額

とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記

載すべき各納期の納付額は、第１期納期においてはないものとし、第４０

条第１項に規定する第２期の納期（以下この項及び次条第１項において「  

第２期納期」という。）においてはその者の第１期分金額とその者の分割

金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額を控除した額とし、第４０条第１項に規定する第３期の納期（以下この

項において「第３期納期」という。）及び同条第１項に規定する第４期の

納期（以下この項において「第４期納期」という。）においてはその者の

分割金額とする。  

（３）特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、

かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額と

の合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付

額は、第１期納期及び第２期納期においてはないものとし、第３期納期に

おいてはその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額

との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を

控除した額とし、第４期納期においてはその者の分割金額とする。  

（４）特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額

との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納  

付額は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期においてはないものとし、  



 

第４期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴

収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額と

する。  

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定によ

り普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の  

規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、  

適用しない。  

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例）  

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の規定

により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人

の市民税（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」とい

う。）の額及び同条第２項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき

公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるとこ

ろによる。  

（１）特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の

市民税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に

算出される第４７条の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得

に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額

を含む。以下この号及び第５号において同じ。）の合算額（以下この号及

び第５号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」とい

う。）をいう。以下この号及び第３項第１号において同じ。）からその者

の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額（以下この

項及び第３項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税

の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控

除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係

る個人の市民税の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号において

同じ。）を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を２で除して

得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額



 

の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」という。）をその者

の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に

相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たな

い場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収す

べき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において

「普通徴収対象税額」という。）並びに第４７条の３に規定する特別徴収

対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年

金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第３項において

「特別徴収対象税額」という。）は、第１期納期においてはその者の第１

期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

を控除した残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期分

金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月

３０日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人

の市民税の額を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があ

るとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）

に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の

市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「１０

月分金額」という。）に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３

１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。  

（２）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分

金額とその者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対  

象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期における税額はないものとし、  

第２期納期においてはその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との

合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を

控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日か  

ら１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額に相当する税額、 



 

同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金

額に相当する税額とする。  

（３）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以

上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその

者の１０月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特

別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期における税額はないものと

し、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間に

おいてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０

月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税

額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月

３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。  

（４）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の

１０月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者

の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額に

満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納

期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１

月３０日までの間における税額はないものとし、同年１２月１日から翌年

の１月３１日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期

分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者

の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相

当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の分

割金額に相当する税額とする。  

（５）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１

０月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収

対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該

年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間におけ



 

る税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間においては

その者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額と

する。  

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用について

は、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する

年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年

金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とある

のは、「附則第７条の７第１項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収

すべき額」とする。  

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市

民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定め

るところによる。  

（１）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額

（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第４７条の５第

１項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下

この号において同じ。）を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満

の端数があるとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、そ

の端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金

額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴

収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項

において「１０月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象

税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの

間においてはその者の１０月分金額からその者の年金所得に係る個人の市

民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１

日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。  

（２）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分



 

金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税

額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間

における税額はないものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日まで

の間においてはその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額から

その者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残

額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその

者の分割金額に相当する税額とする。  

（３）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上で

ある場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月

１日から翌年の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２

月１日から３月３１日までの間においてはその者の第４７条の５第２項の

規定により読み替えられた第４７条の２第１項に規定する年金所得に係る

特別徴収税額に相当する税額とする。  

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用について

は、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する

年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年

金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とある

のは、「附則第７条の７第３項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収

すべき額」とする。  

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用があ

る場合については、前各項の規定は、適用しない。  

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除）  

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項

及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特

別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第３

４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第

７条第１項、附則第７条の３の２第１項、附則第７条の４及び附則第９条の

２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。  



 

附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３項中「  

第３４条の９第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条」を加え、「  

同項中」を「第３４条の９第１項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」

に、「とする」を「と、附則第７条の５第１項中「前条及び」とあるのは「前

条、附則第８条第２項及び」と、前条中「附則第７条の４及び」とあるのは「附

則第７条の４、次条第２項及び」とする」に改める。  

附則第１０条の２第２１項を削り、同条第２０項を同条第２１項とし、同条

第１９項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４

号ハ」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第１８項中「附則第１５条第２

５項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、同項を同条第１

９項とし、同条第１７項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５

条第２５項第４号イ」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第１６項中「附

則第１５条第２５項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、

同項を同条第１７項とし、同条第１５項中「附則第１５条第２５項第２号ロ」

を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同項を同条第１６項とし、同条

第１４項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第２５項第３

号イ」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１３項の次に次の１項を加え

る。  

１４ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は７分の６とする。  

附則第１０条の２第２２項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第

３２項」に改め、同条第２３項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条

第３７項」に改め、同条第２７項を同条第２８項とし、同条第２６項を同条第

２７項とし、同条第２５項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４

２項」に改め、同項を同条第２６項とし、同条第２４項中「附則第１５条第４

２項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第２５項とし、同条第

２３項の次に次の１項を加える。  

２４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。  



 

附則第１０条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第７

条第１７項」を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１４項とし、同

条第１２項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」に改

め、同項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第７条第１１項各号」を

「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項

中「附則第７条第１０項各号に規定する」を「附則第７条第１１項各号に掲げ  

る」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第９項各号」  

を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項

中「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条

第９項とし、同条中第７項を第８項とし、第３項から第６項までを１項ずつ繰

り下げ、同条第２項の次に次の１項を加える。  

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち

区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合におい

ても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

第５条第４項に規定する管理者等から、法附則第１５条の７第３項に規定す

る期間内に施行規則附則第７条第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、

当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又は第２項に規定する

要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項

又は第２項の規定を適用することができる。  

附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改める。  

附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度

又は令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を

「令和７年度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土

地又は令和４年度類似適用土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似

適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８年度分」に改める。  

附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度  

から令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」  

を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度



 

分の固定資産税にあっては１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の固定

資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同条第２

項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度分から令和

８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「令和３年度から令

和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。  

附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「  

令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及

び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標

準額）」を削る。  

附則第１５条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９

年３月３１日」に改める。  

附則第１６条の３第３項に次の１号を加える。  

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。  

附則第１６条の４第３項に次の１号を加える。  

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。  

附則第１７条第３項に次の１号を加える。  

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割  

の額並びに附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附則第１８条第５項に次の１号を加える。  

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７



 

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割  

の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附則第１９条第２項に次の１号を加える。  

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割  

の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附則第２０条第２項に次の１号を加える。  

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割  

の額並びに附則第２０条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附則第２０条の２第２項に次の１号を加える。  

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。  

附則第２０条の２第５項に次の１号を加える。  

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割  

の額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」 

とする。  

附則第２０条の３第２項に次の１号を加える。  

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第２０条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。  

附則第２０条の３第５項に次の１号を加える。  

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７

条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割  

の額並びに附則第２０条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」



 

とする。  
   附 則  

 （施行期日）  

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第５条の

次に１条を加える改正規定及び附則第６条の改正規定は、公布の日から施行

する。  

 （固定資産税に関する経過措置）  

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の瑞穂市税条例

の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。  

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 号）第１条の規定による

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び第４項において「  

旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー

発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。  

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第

１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保

育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。  

４ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の

施行の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第

３９項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課

する固定資産税については、なお従前の例による。  
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正

後
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案
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行
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市

民
税

の
減
免
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（
市

民
税

の
減
免

）
 

第
51

条
 
略

 
第

51
条

 
略

 

２
 
前
項

の
規
定

に
よ
り

 
市
民

税
の
減

免
を
受

け
よ
う

と
す
る

者
は
、

納
期
限

ま

で
に

次
に
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を
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た
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に
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を
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と
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す
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し
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該
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に
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と
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、
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、
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は
、
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で
な
い
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２
 
前
項

の
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定

に
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市
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税
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免
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と
す
る
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限
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。
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(3
) 

略
 

(1
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(3
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第
１

項
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規
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に
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民
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の

減
免
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そ
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由
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）

 
（
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税
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第
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略

 
第
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略

 

２
 
前
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定

に
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り

 
固
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資
産
税

の
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免
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と

す
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で
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す
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書
類
を

添
付
し

て
市
長

に
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し
な
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な
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。
た
だ

し
、
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当

該
者

が
所
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る
固
定

資
産
が

同
項
各

号
の
い
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す

る
こ
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か
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り

、
か
つ

、
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税

を
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免

す
る
必

要
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と
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め

る
場

合
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。
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 ３
 
第
１

項
の
規

定
に
よ

り
 
固

定
資
産

税
の
減

免
を
受

け
た
者

は
、
そ

の
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由
が
消

 
滅

し
た
場

合
に
は

 
 
 

、
直
ち

に
そ
の

旨
を
市

長
に
申

告
し
な
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れ
ば

な
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な
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。

 

３
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。
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。
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４
条

の
４
第

４
項

に
規

定
す

る
特
例

損
失
金

額
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

特
例
損

失
金

額
」
と
い

う
。
）

が
あ

る
場

合
に
は

、
特
例

損
失
金

額
（
同

条
第
４

項
に
規

定
す
る

災
害
関

連
支
出

が

あ
る

場
合

に
は

、
第
３

項
に

規
定

す
る
申

告
書
の

提
出
の

日
の
前

日
ま
で

に
支
出

し

た
も

の
に

限
る
。
以

下
こ
の

項
及

び
次
項

に
お
い

て
「

損
失

対
象

金
額
」
と

い
う
。
）

に
つ

い
て

、
令
和

５
年
に

お
い
て

生
じ
た

法
第

31
4条

の
２

第
１

項
第
１

号
に
規

定
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す
る

損
失

の
金
額

と
し
て

、
こ
の

条
例
の

規
定
を

適
用
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
こ

の
 

場
合

に
お

い
て
、
第

34
条

の
２
の

規
定
に

よ
り
控

除
さ
れ

た
金
額

に
係
る

当
該
損

失
対

象
金

額
は
、

そ
の
者

の
令
和

７
年
度

以
後
の

年
度
分

で
当
該

損
失
対

象
金
額

 
が

生
じ
た

年
の
末

日
の
属

す
る
年

度
の
翌

年
度
分

の
市
民

税
に
係

る
こ
の

条
例
の

規
定

の
適

用
に
つ

い
て
は

、
当
該

損
失
対

象
金
額

が
生
じ

た
年
に

お
い
て

生
じ
な

 
か

っ
た
も

の
と
み

な
す
。

 

２
 
前
項

前
段
の

場
合
に

お
い
て

、
第

34
条
の

２
の
規

定
に

よ
り

控
除
さ

れ
た
金

額

に
係

る
損

失
対
象

金
額
の

う
ち
に

同
項
の

規
定
の

適
用
を

受
け
た

者
と
生

計
を
一

に
す

る
令

第
48

条
の
６

第
１

項
に

規
定
す

る
親
族

の
有
す

る
法
附

則
第
４

条
の
４

第
４

項
に

規
定
す

る
資
産

に
つ
い

て
受
け

た
損
失

の
金
額

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「

親
族

資
産
損

失
額
」

と
い
う

。
）
が

あ
る
と

き
は
、

当
該
親

族
資
産

損
失
額

は
、

当
該

親
族
の

令
和
７

年
度
以

後
の
年

度
分
で

当
該
親

族
資
産

損
失
額

が
生
じ

た
年

の
末

日
の
属

す
る
年

度
の
翌

年
度
分

の
市
民

税
に
係

る
こ
の

条
例
の

規
定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
当
該

親
族
資

産
損
失

額
が
生

じ
た
年

に
お
い

て
生
じ

な
か
っ

た
も

の
と

み
な
す

。
 

 

３
 
第
１

項
の
規

定
は
、

令
和
６

年
度
分

の
第

36
条
の

２
第

１
項

又
は
第

４
項
の

規

定
に

よ
る

申
告
書

（
そ
の

提
出
期

限
後
に

お
い
て

市
民
税

の
納
税

通
知
書

が
送
達

 
さ

れ
る
時

ま
で
に

提
出
さ

れ
た
も

の
及
び

そ
の
時

ま
で
に

提
出
さ

れ
た
第

36
条

の

３
第

１
項

の
確
定

申
告
書

を
含

む
。
）
に

第
1項

の
規
定

の
適
用

を
受
け

よ
う
と

す

る
旨

の
記

載
が
あ

る
場
合
（

こ
れ

ら
の
申

告
書
に

そ
の
記

載
が
な

い
こ
と

に
つ
い

て

や
む

を
得

な
い
理

由
が
あ

る
と
市

長
が
認

め
る
場

合
を
含

む
。
）
に

限
り
、
適

用
す

る
。
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（
特

定
一

般
用
医

薬
品
等

購
入
費

を
支
払

っ
た
場

合
の
医

療
費
控

除
の
特

例
）

 
（

特
定
一

般
用
医

薬
品
等

購
入
費

を
支
払

っ
た
場

合
の
医

療
費
控

除
の
特

例
）

 

第
６

条
 

平
成

30
年
度

か
ら

令
和

９
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
個

人
の
市

民
税
に

限

り
、

法
附

則
第
４

条
の
５

第
３
項

の
規
定

に
該
当

す
る
場

合
に
お

け
る
第

34
条

の

２
の

規
定

に
よ
る

控
除
に

つ
い
て

は
、
そ

の
者
の

選
択
に

よ
り
、
同

条
中
「

同
条

第

１
項
」
と
あ

る
の
は
「
同

条
第
１

項
（

第
２

号
を
除

く
。
）
」
と
、
「

ま
で
」
と

あ

る
の
は
「

ま
で

並
び
に

法
附

則
第

４
条
の

５
第
３

項
の
規

定
に
よ

り
読
み

替
え
て

適

用
さ

れ
る

法
第

31
4条

の
２

第
１

項
（

第
２

号
に
係

る
部
分

に
限

る
。
）
」
と

し
て

、

同
条

の
規

定
を
適

用
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

第
６

条
 

平
成

30
年
度

か
ら

令
和

９
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
個

人
の
市

民
税
に

限

り
、

法
附

則
第
４

条
の
４

第
３
項

の
規
定

に
該
当

す
る
場

合
に
お

け
る
第

34
条

の

２
の

規
定

に
よ
る

控
除
に

つ
い
て

は
、
そ

の
者
の

選
択
に

よ
り
、
同

条
中
「

同
条

第

１
項
」
と
あ

る
の
は
「
同

条
第
１

項
（

第
２

号
を
除

く
。
）
」
と
、
「

ま
で
」
と

あ

る
の
は
「

ま
で

並
び
に

法
附

則
第

４
条
の

４
第
３

項
の
規

定
に
よ

り
読
み

替
え
て

適

用
さ

れ
る

法
第

31
4条

の
２

第
１

項
（

第
２

号
に
係

る
部
分

に
限

る
。
）
」
と

し
て

、

同
条

の
規

定
を
適

用
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

（
令

和
６

年
度
分

の
個
人

の
市
民

税
の
特

別
税
額

控
除
）

 
 

第
７

条
の

５
 
令

和
６
年

度
分
の

個
人
の

市
民
税

に
限
り

、
法
附

則
第
５

条
の
８

第

４
項

及
び

第
５
項

に
規
定

す
る
と

こ
ろ
に

よ
り
控

除
す
べ

き
市
民

税
に
係

る
令
和

６
年

度
分

特
別
税

額
控
除

額
を
、
前
年

の
合
計

所
得
金

額
が

1,
80

5万
円
以
下

で
あ

る
所

得
割

の
納
税

義
務
者

（
次
条

及
び
附

則
第
７

条
の
７

に
お
い

て
「
特

別
税
額

控
除

対
象

納
税
義

務
者
」

と
い
う

。
）
の

第
34

条
の
３

、
第

34
条

の
６
か

ら
第

34
条

の
９
ま

で
、
附

則
第
５

条
第
２

項
、
附

則
第
７

条
第
１

項
、
附

則
第
７

条
の
３

の
２

第
１

項
、
前

条
及
び

附
則
第

９
条
の

２
の
規

定
を
適

用
し
た

場
合
の

所
得
割

の
額

か
ら

控
除
す

る
。

 

 

２
  
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

お
け
る

第
34

条
の

７
第

２
項
、

第
47

条
の

５
第

１
項

及
び
前

条
の
規

定
の
適

用
に
つ

い
て
は

、
第

34
条

の
７

第
２
項

及
び
前

条
中

「
附

則
第
５

条
の
６

第
２
項

」
と
あ

る
の
は

「
附
則

第
５
条

の
６
第

２
項
及

び
第

５
条

の
８
第

６
項
」

と
、
第

47
条

の
５
第

１
項
中

「
課

し
た

」
と
あ

る
の
は

「
附

則
第

７
条
の

５
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
な

い
も
の

と
し
た

場
合
に

課
す
べ

き
」

と
、

「
の
前

々
年
中

」
と
あ

る
の
は

「
の
同

項
の
規

定
の
適

用
が
な

い
も
の
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と
し

た
場

合
に
お

け
る
前

々
年
中

」
と
、

「
、
前

々
年
中

」
と
あ

る
の
は

「
、
附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
の

規
定
の

適
用
が

な
い
も

の
と
し

た
場
合

に
お
け

る
前
々

年
中

」
と

す
る
。

 

（
令

和
６

年
度
分

の
個
人

の
市
民

税
の
納

税
通
知

書
に
関

す
る
特

例
）

 
 

第
７

条
の

６
 
令

和
６
年

度
分
の

個
人
の

市
民
税

に
限
り

、
個
人

の
市
民

税
の
納

税

通
知

書
に

記
載
す

べ
き
各

納
期
の

納
付
額

に
つ
い

て
は
、

第
41

条
の

規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、

次
に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

 
(1

) 
 特

別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

特
別
税

額
控
除

前
の
普

通
徴
収

に
係
る

 
個

人
の
市

民
税
の

額
（
前

条
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
な

い
も
の

と
し
た

場
合

に
算

出
さ

れ
る
普

通
徴
収

に
係
る

個
人
の

市
民
税

の
額
を

い
う
。

）
、
特

別
税

額
控

除
前

の
普
通

徴
収
に

係
る
個

人
の
県

民
税
の

額
（
法

附
則
第

５
条
の

８
第

１
項

及
び

第
２
項

の
規
定

の
適
用

が
な
い

も
の
と

し
た
場

合
に
算

出
さ
れ

る
普

通
徴

収
に

係
る
個

人
の
県

民
税
の

額
を
い

う
。
）

及
び
普

通
徴
収

に
係
る

森
林

環
境

税
の

額
の
合

算
額
（

以
下
こ

の
号
に

お
い
て

「
特
別

税
額
控

除
前
の

普
通

徴
収

に
係

る
個
人

の
住
民

税
の
額

」
と
い

う
。
）

か
ら
そ

の
者
の

普
通
徴

収
に

係
る

個
人

の
市
民

税
の
額

、
普
通

徴
収
に

係
る
個

人
の
県

民
税
の

額
及
び

普
通

徴
収

に
係

る
森
林

環
境
税

の
額
の

合
算
額

を
控
除

し
た
額

（
以
下

こ
の
項

に
お

い
て

「
普

通
徴
収

の
個
人

の
住
民

税
に
係

る
特
別

税
額
控

除
額
」

と
い
う

。
）

が
そ

の
者

の
特
別

税
額
控

除
前
の

普
通
徴

収
に
係

る
個
人

の
住
民

税
の
額

を
４

で
除

し
て

得
た
金

額
（
当

該
金
額

に
1,

00
0円

未
満

の
端
数

が
あ

る
と
き

、
又
は

当
該

金
額

の
全
額

が
1,

00
0円

未
満

で
あ

る
と
き

は
、
そ

の
端
数

金
額
又

は
そ
の

全
額

を
切

り
捨
て

た
金

額
。

以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「

分
割

金
額

」
と

い
う

。
）

に
３

を
乗

じ
て
得

た
金
額

を
そ
の

者
の
特

別
税
額

控
除
前

の
普
通

徴
収
に

係
る
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個
人

の
住

民
税
の

額
か
ら

控
除
し

た
残
額

に
相
当

す
る
金

額
（
以

下
こ
の

項
に

お
い

て
「

第
１
期

分
金
額

」
と
い

う
。
）

に
満
た

な
い
場

合
に
は

、
当
該

納
税

通
知

書
に

記
載
す

べ
き
各

納
期
の

納
付
額

は
、
第

40
条

第
１

項
に

規
定
す

る
第

１
期

の
納

期
（
以

下
こ
の

項
、
次

項
及
び

次
条
第

１
項
に

お
い
て

「
第
１

期
納

期
」

と
い

う
。
）

に
お
い

て
は
そ

の
者
の

第
１
期

分
金
額

か
ら
そ

の
者
の

普
通

徴
収

の
個

人
の
住

民
税
に

係
る
特

別
税
額

控
除
額

を
控
除

し
た
額

と
し
、

そ
の

他
の

そ
れ

ぞ
れ
の

納
期
に

お
い
て

は
そ
の

者
の
分

割
金
額

と
す
る

。
 

(2
) 

 特
別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

普
通
徴

収
の
個

人
の
住

民
税
に

係
る
特

別
税

額
控

除
額
が

そ
の
者

の
第
１

期
分
金

額
以
上

で
あ
り

、
か
つ

、
そ
の

者
の
第

１
期

分
金

額
と
そ

の
者
の

分
割
金

額
と
の

合
計
額

に
満
た

な
い
場

合
に
は

、
当
該

納
税

通
知

書
に
記

載
す
べ

き
各
納

期
の
納

付
額
は

、
第
１

期
納
期

に
お
い

て
は
な

い
も

の
と

し
、
第

40
条

第
１

項
に

規
定
す

る
第
２

期
の
納

期
（
以

下
こ
の

項
及

び
次

条
第

１
項
に

お
い
て
「

第
２

期
納
期

」
と
い

う
。
）
に

お
い

て
は
そ

の
者
の

第
１

期
分

金
額
と

そ
の
者

の
分
割

金
額
と

の
合
計

額
か
ら

そ
の
者

の
普
通

徴
収

の
個

人
の

住
民
税

に
係
る

特
別
税

額
控
除

額
を
控

除
し
た

額
と
し

、
第

40
条
第

１
項

に
規

定
す
る

第
３
期

の
納
期
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て
「
第

３
期
納

期
」
と

い
う
。
）
及
び

同
条
第

１
項

に
規

定
す
る

第
４
期

の
納
期
（

以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「

第
４

期
納
期

」
と
い

う
。
）

に
お
い

て
は
そ

の
者
の

分
割
金

額
と
す

る
。

 
(3

) 
 特

別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

普
通
徴

収
の
個

人
の
住

民
税
に

係
る
特

別
税

額
控

除
額
が

そ
の
者

の
第
１

期
分
金

額
と
そ

の
者
の

分
割
金

額
と
の

合
計

額
以

上
で

あ
り
、
か

つ
、
そ

の
者

の
第
１

期
分
金

額
と
そ

の
者
の

分
割
金

額
に
２

を
乗

じ
て

得
た
金

額
と
の

合
計
額

に
満
た

な
い
場

合
に
は

、
当
該

納
税
通

知
書
に

記
載

す
べ

き
各
納

期
の
納

付
額
は

、
第
１

期
納
期

及
び
第

２
期
納

期
に
お

い
て
は

な
い

も
の

と
し
、
第

３
期

納
期
に

お
い
て

は
そ
の

者
の
第

１
期
分

金
額
と

そ
の
者
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の
分

割
金

額
に
２

を
乗
じ

て
得
た

金
額
と

の
合
計

額
か
ら

そ
の
者

の
普
通

徴
収

の
個

人
の

住
民
税

に
係
る

特
別
税

額
控
除

額
を
控

除
し
た

額
と
し

、
第
４

期
納
期

に
お

い
て

は
そ
の

者
の
分

割
金
額

と
す
る

。
 

(4
) 

 特
別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

普
通
徴

収
の
個

人
の
住

民
税
に

係
る
特

別
税

額
控

除
額
が

そ
の
者

の
第
１

期
分
金

額
と
そ

の
者
の

分
割
金

額
に
２

を
乗

じ
て

得
た

金
額
と

の
合
計

額
以
上

で
あ
る

場
合
に

は
、
当

該
納
税

通
知
書

に
記
載

す
べ

き
各

納
期
の

納
付
額

は
、
第

１
期
納

期
、
第

２
期
納

期
及
び

第
３
期

納
期
に

お
い

て
は

な
い
も

の
と
し

、
第
４

期
納
期

に
お
い

て
は
そ

の
者
の

普
通
徴

収
に
係

る
個

人
の

市
民
税

の
額
、
普

通
徴

収
に
係

る
個
人

の
県
民

税
の
額

及
び
普

通
徴
収

に
係

る
森

林
環
境

税
の
額

の
合
算

額
と
す

る
。

 

２
 
令
和

６
年
度

分
の
個

人
の
市

民
税
（

第
１
期

納
期
か

ら
第

47
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
普

通
徴
収

の
方
法

に
よ
っ

て
徴
収

さ
れ
る

こ
と
と

な
っ
た

も
の
を

除
く

。
）

を
同

項
の

規
定
に

よ
り
普

通
徴
収

の
方
法

に
よ
っ

て
徴
収

す
る
場

合
に
つ

い
て

は
、

前
項

の
規
定

は
、
適

用
し
な

い
。

 

 

（
令

和
６

年
度
分

の
公
的

年
金
等

に
係
る

所
得
に

係
る
個

人
の
市

民
税
に

関
す

る
特

例
）

 
 

第
７

条
の

７
 
令

和
６
年

度
分
の

個
人
の

市
民
税

に
限
り

、
第

47
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
特
別

徴
収
の

方
法
に

よ
っ
て

徴
収
す

べ
き
公

的
年
金

等
に
係

る
所
得

に
係

る
個

人
の
市

民
税
（

第
３
項

に
お
い

て
「
年

金
所
得

に
係
る

特
別
徴

収
の
個

人
の

市
民

税
」
と

い
う
。

）
の
額

及
び
同

条
２
項

の
規
定

に
よ
り

普
通
徴

収
の
方

法
に

よ
っ

て
徴
収

す
べ
き

公
的
年

金
等
に

係
る
所

得
に
係

る
個
人

の
市
民

税
の
額

に
つ

い
て

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

) 
 特

別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

特
別
税

額
控
除

前
の
年

金
所
得

に
係
る
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個
人

の
市

民
税
の

額
（
附

則
第
７

条
の
５

第
１
項

の
規
定

の
適
用

が
な
い

も
の
と

し
た

場
合

に
算
出

さ
れ
る

第
47

条
の

２
第

１
項
に

規
定
す

る
前
年

中
の
公

的
年

金
等

に
係

る
所
得

に
係
る

所
得
割

額
及
び

均
等
割

額
（
こ

れ
と
併

せ
て
賦

課
徴
収

を
行

う
森

林
環
境

税
額
を

含
む
。

以
下
こ

の
号
及

び
第
５

号
に
お

い
て
同

じ
。
）

の
合

算
額
（

以
下

こ
の
号

及
び
第

５
号
に

お
い
て
「

年
金

所
得
に

係
る
所

得
割
額

及
び

均
等

割
額
の

合
算
額

」
と
い

う
。
）
を

い
う

。
以
下

こ
の
号

及
び
第

３
項
第

１
号

に
お

い
て
同

じ
。
）
か

ら
そ

の
者
の

年
金
所

得
に
係

る
所
得

割
額
及

び
均
等

割
額

の
合

算
額
を

控
除
し

た
額
（

以
下
こ

の
項
及

び
第
３

項
に
お

い
て
「

年
金
所

得
に

係
る

個
人
の

市
民
税

に
係
る

特
別
税

額
控
除

額
」
と
い

う
。
）
が

そ
の
者

の

特
別

税
額

控
除
前

の
普
通

徴
収
に

係
る
個

人
の
市

民
税
の

額
（
特

別
税
額

控
除
前

の
年

金
所

得
に
係

る
個
人

の
市
民

税
の
額

か
ら
特

別
税
額

控
除
前

の
特
別

徴
収

に
係

る
個

人
の
市

民
税
の

額
（
特

別
税
額

控
除
前

の
年
金

所
得
に

係
る
個

人
の
市

民
税

の
額

の
２
分

の
１
に

相
当
す

る
額
を

い
う

。
以
下

こ
の

号
に

お
い
て

同
じ

。
）

を
控

除
し

た
額
を

い
う
。
以

下
こ

の
号
に

お
い
て

同
じ
。
）
を
２

で
除
し

て
得
た

金
額

（
当

該
金
額

に
1,

00
0円

未
満

の
端

数
が
あ

る
と
き

、
又
は

当
該
金

額
の
全

額
が

1,
00

0円
未
満

で
あ
る

と
き

は
、
そ

の
端
数

金
額
又

は
そ
の

全
額
を

切
り
捨

て
た

金
額

。
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
第

２
期
分

金
額
」
と

い
う

。
）
を

そ
の
者

の
特

別
税

額
控
除

前
の
普

通
徴
収

に
係
る

個
人
の

市
民
税

の
額
か

ら
控
除

し
た

残
額

に
相

当
す
る

金
額
（
以

下
こ

の
項
に

お
い
て
「

第
１
期

分
金

額
」
と
い

う
。
）

に
満

た
な

い
場
合

に
は
、
第

１
期

納
期
及

び
第
２

期
納
期

に
普
通

徴
収
の

方
法
に

よ
っ

て
徴

収
す
べ

き
公
的

年
金
等

に
係
る

所
得
に

係
る
個

人
の
市

民
税
の

額
（
以

下
こ

の
項

に
お
い

て
「
普

通
徴
収

対
象
税

額
」
と

い
う
。

）
並
び

に
第

47
条
の

３
に

規
定

す
る
特

別
徴
収

対
象
年

金
給
付

の
支
払

を
す
る

際
、
特

別
徴
収

の
方
法

に
よ

っ
て

徴
収
す

べ
き
公

的
年
金

等
に
係

る
所
得

に
係
る

個
人
の

市
民
税

の
額
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（
以

下
こ

の
項
及

び
第
３

項
に
お

い
て
「
特

別
徴
収

対
象
税

額
」
と

い
う
。
）
は

、

第
１

期
納

期
に
お

い
て
は

そ
の
者

の
第
１

期
分
金

額
か
ら

そ
の
者

の
年
金

所
得

に
係

る
個

人
の
市

民
税
に

係
る
特

別
税
額

控
除
額

を
控
除

し
た
残

額
に
相

当
す

る
税

額
、

第
２
期

納
期
に

お
い
て

は
そ
の

者
の
第

２
期
分

金
額
に

相
当
す

る
税

額
、

当
該

年
度
の

初
日
の

属
す
る

年
の

10
月
１

日
か
ら

11
月

30
日

ま
で

の
間
に

お
い

て
は

そ
の
者

の
特
別

税
額
控

除
前
の

特
別
徴

収
に
係

る
個
人

の
市
民

税
の

額
を

３
で

除
し
て

得
た
金

額
（
当

該
金
額

に
10

0円
未

満
の

端
数

が
あ
る

と
き
、

又
は

当
該

金
額
の

全
額
が

10
0円

未
満
で

あ
る
と

き
は
、
そ

の
端

数
金
額

又
は
そ

の
全

額
を

切
り
捨

て
た
金

額
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「
分

割
金

額
」
と
い

う
。
）

に
２

を
乗

じ
て
得

た
金
額

を
そ
の

者
の
特

別
税
額

控
除
前

の
特
別

徴
収
に

係
る

個
人

の
市

民
税
の

額
か
ら

控
除
し

た
残
額

に
相
当

す
る
金

額
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

10
月
分

金
額
」

と
い

う
。

）
に
相

当
す
る

税
額
、

同
年

12
月

１
日

か
ら

翌
年

の
３

月
31

日
ま
で

の
間

に
お

い
て
は

そ
の
者

の
分
割

金
額
に

相
当
す

る
税

額
と

す
る

。
 

(2
) 

 特
別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

年
金
所

得
に
係

る
個
人

の
市
民

税
に
係

る
特

別
税

額
控
除

額
が
そ

の
者
の

第
１
期

分
金
額

以
上
で

あ
り
、
か

つ
、
そ

の
者

の
第

１
期

分
金
額

と
そ
の

者
の
第

２
期
分

金
額
と

の
合
計

額
に
満

た
な
い

場
合

に
は
、
普

通
徴
収

対
象
税

額
及
び

特
別
徴

収
対
象

税
額
は

、
第
１

期
納
期

に
お
け

る
税

額
は

な
い
も

の
と
し

、
第
２

期
納
期

に
お
い

て
は
そ

の
者
の

第
１
期

分
金
額

と
そ

の
者

の
第
２

期
分
金

額
と
の

合
計
額

か
ら
そ

の
者
の

年
金
所

得
に
係

る
個

人
の

市
民

税
に
係

る
特
別

税
額
控

除
額
を

控
除
し

た
残
額

に
相
当

す
る
税

額
、
当

該
年

度
の

初
日
の

属
す
る

年
の

10
月

１
日

か
ら

11
月

30
日

ま
で

の
間
に

お
い
て

は
そ

の
者

の
10

月
分
金

額
に

相
当

す
る
税

額
、
同

年
12

月
１

日
か

ら
翌
年

の
３

 
月

31
日

ま
で
の

間
に
お

い
て

は
そ

の
者
の

分
割
金

額
に
相

当
す
る

税
額
と

す
る
。
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(3
) 

 特
別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

年
金
所

得
に
係

る
個
人

の
市
民

税
に
係

る
特

別
税

額
控
除

額
が
そ

の
者
の

第
１
期

分
金
額

と
そ
の

者
の
第

２
期
分

金
額

と
の

合
計

額
以
上

で
あ

り
、
か

つ
、
そ

の
者

の
第
１

期
分
金

額
、
そ

の
者
の

第
２

期
分

金
額

及
び
そ

の
者
の

10
月
分

金
額
の

合
計
額

に
満
た

な
い
場

合
に
は

、
普

通
徴

収
対

象
税
額

及
び
特

別
徴
収

対
象
税

額
は
、
第

１
期

納
期
及

び
第
２

期
納
期

に
お

け
る

税
額
は

な
い
も

の
と
し

、
当
該

年
度
の

初
日
の

属
す
る

年
の

10
月
１

日
か
ら

11
月

30
日
ま

で
の
間

に
お

い
て
は

そ
の
者

の
第
１

期
分
金

額
、
そ

の
者

の
第

２
期

分
金
額

及
び
そ

の
者
の

10
月

分
金
額

の
合
計

額
か

ら
そ

の
者
の

年
金

所
得

に
係

る
個
人

の
市
民

税
に
係

る
特
別

税
額
控

除
額
を

控
除
し

た
残
額

に
相

当
す

る
税

額
、
同

年
12

月
１

日
か

ら
翌
年

の
３
月

31
日

ま
で

の
間

に
お
い

て
は

そ
の

者
の

分
割
金

額
に
相

当
す
る

税
額
と

す
る
。

 
(4

) 
 特

別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

年
金
所

得
に
係

る
個
人

の
市
民

税
に
係

る
特

別
税

額
控
除

額
が
そ

の
者
の

第
１
期

分
金
額

、
そ
の

者
の
第

２
期
分

金
額
及

び
そ

の
者

の
10

月
分
金

額
の

合
計

額
以
上

で
あ
り

、
か
つ

、
そ
の

者
の
第

１
期

分
金

額
、

そ
の
者

の
第
２

期
分
金

額
、
そ

の
者
の

10
月

分
金

額
及

び
そ
の

者
の

分
割

金
額

の
合
計

額
に
満

た
な
い

場
合
に

は
、
普

通
徴
収

対
象
税

額
及
び

特
別
徴

収
対

象
税

額
は
、
第

１
期

納
期
及

び
第
２

期
納
期

並
び
に

当
該
年

度
の
初

日
の
属

す
る

年
の

10
月

１
日
か

ら
11

月
30

日
ま
で

の
間

に
お
け

る
税

額
は

な
い
も

の
と

し
、

同
年

12
月

１
日
か

ら
翌

年
の

１
月

31
日
ま

で
の
間

に
お

い
て

は
そ
の

者
の

第
１

期
分

金
額
、

そ
の
者

の
第
２

期
分
金

額
、
そ

の
者
の

10
月
分

金
額
及

び
そ

の
者

の
分

割
金
額

の
合
計

額
か
ら

そ
の
者

の
年
金

所
得
に

係
る
個

人
の
市

民
税

に
係

る
特

別
税
額

控
除
額

を
控
除

し
た
残

額
に
相

当
す
る

税
額
、
同

年
２

月
１
日

か
ら

３
月

31
日

ま
で
の

間
に

お
い

て
は
そ

の
者
の

分
割
金

額
に
相

当
す
る

税
額

と
す

る
。
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(5
) 

 特
別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

年
金
所

得
に
係

る
個
人

の
市
民

税
に
係

る
特

別
税

額
控
除

額
が
そ

の
者
の

第
１
期

分
金
額

、
そ
の

者
の
第

２
期
分

金
額
、

そ
の

者
の

10
月

分
金
額

及
び

そ
の

者
の
分

割
金
額

の
合
計

額
以
上

で
あ
る

場
合

に
は
、
普

通
徴
収

対
象
税

額
及
び

特
別
徴

収
対
象

税
額
は

、
第
１

期
納
期

及
び
第

２
期

納
期

並
び
に

当
該
年

度
の
初

日
の
属

す
る
年

の
10

月
１

日
か

ら
翌
年

の
１

月
31

日
ま

で
の

間
に
お

け
る

税
額

は
な
い

も
の
と

し
、
同

年
２
月

１
日
か

ら
３

月
31

日
ま

で
の

間
に
お

い
て

は
そ

の
者
の

年
金
所

得
に
係

る
所
得

割
額
及

び
均

等
割

額
の

合
算
額

に
相
当

す
る
税

額
と
す

る
。

 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

お
け
る

第
47

条
の

４
の

規
定
の

適
用
に

つ

い
て

は
、

同
条
第

２
項
中

「
年
金

所
得
に

係
る
特

別
徴
収

税
額
を

当
該
年

度
の
初

日
の

属
す

る
年
の

10
月

１
日

か
ら

翌
年
の

３
月

31
日
ま

で
の

間
に

お
け
る

当
該
特

別
徴

収
対

象
年
金

所
得
者

に
係
る

特
別
徴

収
対
象

年
金
給

付
の
支

払
の
回

数
で
除

し
て

得
た

額
」
と

あ
る
の

は
、
「

附
則
第

７
条
の

７
第
１

項
各
号

に
規
定

す
る
特

別
徴

収
の

方
法
に

よ
っ
て

徴
収
す

べ
き
額

」
と
す

る
。

 

 

３
 
令
和

６
年
度

分
の
個

人
の
市

民
税
に

限
り
、

年
金
所

得
に
係

る
特
別

徴
収
の

個

人
の

市
民

税
の
額

（
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
あ

る
も
の

を
除
く

。
）
に

つ
い
て

は
、

次
に

定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
る

。
 

(1
) 

 特
別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

年
金
所

得
に
係

る
個
人

の
市
民

税
に
係

る
特

別
税

額
控
除

額
が
そ

の
者
の

特
別
税

額
控
除

前
の
特

別
徴
収

に
係
る

個
人

の
市

民
税

の
額
（

特
別
税

額
控
除

前
の
年

金
所
得

に
係
る

個
人
の

市
民
税

の
額
か

ら
第

47
条

の
５

第
１
項

に
規

定
す

る
年
金

所
得
に

係
る
仮

特
別
徴

収
税
額

を
控

除
し

た
額

を
い

う
。
以

下
こ

の
号

に
お
い

て
同

じ
。
）
を

３
で
除

し
て
得

た
金
額

（
当

該
金

額
に

10
0円

未
満

の
端

数
が
あ

る
と
き

、
又
は

当
該
金

額
の
全

額
が
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10
0円

未
満
で

あ
る
と

き
は
、
そ

の
端
数

金
額
又

は
そ
の

全
額
を

切
り
捨

て
た
金

額
。
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
分

割
金
額

」
と
い

う
。
）
に

２
を

乗
じ
て

得
た
金

額
を

そ
の

者
の
特

別
税
額

控
除
前

の
特
別

徴
収
に

係
る
個

人
の
市

民
税
の

額
か

ら
控

除
し

た
残
額

に
相
当

す
る
金

額
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て
「

10
月

分
金

額
」

と
い

う
。
）
に
満

た
な
い

場
合
に

は
、
特

別
徴
収

対
象
税

額
は
、
当

該
年

度
の
初

日
の

属
す

る
年
の

10
月

１
日

か
ら

11
月

30
日

ま
で
の

間
に
お

い
て

は
そ
の

者
の

10
月

分
金

額
か

ら
そ
の

者
の

年
金

所
得
に

係
る
個

人
の
市

民
税
に

係
る
特

別
税

額
控

除
額

を
控
除

し
た
残

額
に
相

当
す
る

税
額
、

同
年

12
月

１
日

か
ら
翌

年
の

３
月

31
日

ま
で

の
間
に

お
い

て
は

そ
の
者

の
分
割

金
額
に

相
当
す

る
税
額

と
す

る
。

 
(2

) 
 特

別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

年
金
所

得
に
係

る
個
人

の
市
民

税
に
係

る
特

別
税

額
控
除

額
が
そ

の
者
の

10
月

分
金
額

以
上
で

あ
り

、
か

つ
、
そ

の
者

の
10

月
分

金
額

と
そ
の

者
の

分
割

金
額
と

の
合
計

額
に
満

た
な
い

場
合
に

は
、

特
別

徴
収

対
象
税

額
は
、

当
該
年

度
の
初

日
の
属

す
る
年

の
10

月
１

日
か

ら
11

月
30

日
ま

で
の

間
に
お

け
る

税
額

は
な
い

も
の
と

し
、
同

年
12

月
１

日
か

ら
翌

年
の

１
月

31
日

ま
で
の

間
に

お
い

て
は
そ

の
者
の

10
月

分
金

額
と

そ
の
者

の
分

割
金

額
と

の
合
計

額
か
ら

そ
の
者

の
年
金

所
得
に

係
る
個

人
の
市

民
税
に

係
る

特
別

税
額

控
除
額

を
控
除

し
た
残

額
に
相

当
す
る

税
額
、
同

年
２

月
１
日

か
ら
３

月
31

日
ま

で
の

間
に
お

い
て

は
そ

の
者
の

分
割
金

額
に
相

当
す
る

税
額
と

す

る
。

 
(3

) 
 特

別
税

額
控
除

対
象
納

税
義

務
者
の

年
金
所

得
に
係

る
個
人

の
市
民

税
に
係

る
特

別
税

額
控
除

額
が
そ

の
者
の

10
月

分
金
額

と
そ
の

者
の

分
割

金
額
と

の
合

計
額

以
上

で
あ
る

場
合
に

は
、
特

別
徴
収

対
象
税

額
は
、
当

該
年

度
の
初

日
の
属

す
る

年
の

10
月

１
日
か

ら
翌

年
の

１
月

31
日
ま

で
の
間

に
お

け
る

税
額
は

な
い
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も
の

と
し

、
同
年

２
月
１

日
か
ら

３
月

31
日
ま

で
の
間

に
お

い
て

は
そ
の

者
の

第
47

条
の

５
第

２
項
の

規
定

に
よ

り
読
み

替
え
ら

れ
た
第

47
条
の

２
第
１

項
に

規
定

す
る

年
金
所

得
に
係

る
特
別

徴
収
税

額
に
相

当
す
る

税
額
と

す
る
。

 

４
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

お
け
る

第
47

条
の

４
の

規
定
の

適
用
に

つ

い
て

は
、

同
条
第

２
項
中

「
年
金

所
得
に

係
る
特

別
徴
収

税
額
を

当
該
年

度
の
初

日
の

属
す

る
年
の

10
月

１
日

か
ら

翌
年
の

３
月

31
日
ま

で
の

間
に

お
け
る

当
該
特

別
徴

収
対

象
年
金

所
得
者

に
係
る

特
別
徴

収
対
象

年
金
給

付
の
支

払
の
回

数
で
除

し
て

得
た

額
」
と

あ
る
の

は
、
「

附
則
第

７
条
の

７
第
３

項
各
号

に
規
定

す
る
特

別
徴

収
の

方
法
に

よ
っ
て

徴
収
す

べ
き
額

」
と
す

る
。

 

 

５
 
令
和

６
年
度

分
の
個

人
の
市

民
税
に

つ
き
第

47
条

の
６

第
１

項
の
規

定
の
適

用

が
あ

る
場

合
に
つ

い
て
は

、
前
各

項
の
規

定
は
、

適
用
し

な
い
。

 
 

（
令

和
７

年
度
分

の
個
人

の
市
民

税
の
特

別
税
額

控
除
）

 
 

第
７

条
の

８
 
令

和
７
年

度
分
の

個
人
の

市
民
税

に
限
り

、
法
附

則
第
５

条
の

12
第

３
項

及
び

第
４
項

に
規
定

す
る
と

こ
ろ
に

よ
り
控

除
す
べ

き
市
民

税
に
係

る
令
和

７
年

度
分

特
別
税

額
控
除

額
を
、
同
条

第
３
項

に
規
定

す
る

特
別

税
額
控

除
対
象

納

税
義

務
者

の
第

34
条
の

３
、
第

34
条

の
６

か
ら

第
34

条
の
９

ま
で

、
附
則

第
５
条

第
２

項
、
附

則
第

７
条
第

１
項
、
附

則
第

７
条
の

３
の
２

第
１
項

、
附
則

第
７
条

の

４
及

び
附

則
第
９

条
の
２

の
規
定

を
適
用

し
た
場

合
の
所

得
割
の

額
か
ら

控
除
す

る
。

 

 

（
肉

用
牛

の
売
却

に
よ
る

事
業
所

得
に
係

る
市
民

税
の
課

税
の
特

例
）

 
（

肉
用
牛

の
売
却

に
よ
る

事
業
所

得
に
係

る
市
民

税
の
課

税
の
特

例
）

 

第
８

条
 

略
 

第
８

条
 

略
 

２
 
前
項

に
規
定

す
る
各

年
度
分

の
個
人

の
市
民

税
に
限

り
、
法

附
則
第

６
条
第

５

項
に

規
定

す
る
場

合
に
お

い
て
、

第
36

条
の
２

第
１
項

の
規

定
に

よ
る
申

告
書
に

２
 
前
項

に
規
定

す
る
各

年
度
分

の
個
人

の
市
民

税
に
限

り
、
法

附
則
第

６
条
第

５

項
に

規
定

す
る
場

合
に
お

い
て
、

第
36

条
の
２

第
１
項

の
規

定
に

よ
る
申

告
書
に
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肉
用

牛
の

売
却
に

係
る
租

税
特
別

措
置
法

第
25

条
第
２

項
第

２
号

に
規
定

す
る
事

業
所

得
の

明
細
に

関
す
る

事
項
の

記
載
が

あ
る
と

き
は
、

そ
の
者

の
前
年

の
総
所

得
金

額
に

係
る
市

民
税
の

所
得
割

の
額
は

、
第

33
条
か

ら
第

34
条

の
３
ま

で
、
第

34
条

の
６

か
ら

第
34

条
の
８

ま
で

、
附
則

第
７
条

第
１
項

、
附
則

第
７
条

の
３
第

１
項

、
附

則
第
７

条
の
３

の
２
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
４
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず

、
法

附
則
第

６
条
第

５
項
各

号
に
掲

げ
る
金

額
の
合

計
額
と

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

肉
用

牛
の

売
却
に

係
る
租

税
特
別

措
置
法

第
25

条
第
２

項
第

２
号

に
規
定

す
る
事

業
所

得
の

明
細
に

関
す
る

事
項
の

記
載
が

あ
る
と

き
は
、

そ
の
者

の
前
年

の
総
所

得
金

額
に

係
る
市

民
税
の

所
得
割

の
額
は

、
第

33
条
か

ら
第

34
条

の
３
ま

で
、
第

34
条

の
６

か
ら

第
34

条
の
８

ま
で

、
附
則

第
７
条

第
１
項

、
附
則

第
７
条

の
３
第

１
項

、
附

則
第
７

条
の
３

の
２
第

１
項
及

び
前
条

 
 
 

 
 
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず

、
法

附
則
第

６
条
第

５
項
各

号
に
掲

げ
る
金

額
の
合

計
額
と

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

３
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

お
け
る

第
34

条
の

９
第

１
項
、

附
則
第

７

条
の

５
第

１
項
及

び
前
条

の
規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は
、

第
34

条
の

９
第

１
項
中

「
前

３
条

」
と

あ
る
の

は
 「

前
３

条
並

び
に
附

則
第
８

条
第
２

項
」
と

、
附

則
第

７
条

の
５

第
１
項

中
「
前

条
及
び

」
と
あ

る
の
は

「
前
条

、
附
則

第
８
条

第
２
項

及
び

」
と

、
前
条

中
「
附

則
第
７

条
の
４

及
び
」

と
あ
る

の
は
「

附
則
第

７
条
の

４
、

次
条

第
２
項

及
び
」

と
す
る

。
 

３
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

お
け
る

第
34

条
の

９
第

１
項
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

の
規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は
、

同
項
中

 
 
 

 
 
 

  
「

前
３
条

」
と
あ

る
の
は

、「
前

３
条
並

び
に
附

則
第
８

条
第
２

項
」
と

す
る
 

  
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 。
 

（
法

附
則

第
15

条
第
２

項
第

１
号

等
の
条

例
で
定

め
る
割

合
）

 
（

法
附
則

第
15

条
第
２

項
第

１
号

等
の
条

例
で
定

め
る
割

合
）

 

第
10

条
の

２
 

略
 

第
10

条
の

２
 

略
 

２
～

13
 
略
 

 
２

～
13

 
略
 

 

14
 

法
附

則
第

15
条

第
25

項
第

２
号
に

規
定
す

る
設
備

に
つ
い

て
同
号

に
規
定

す
る

市
町

村
の

条
例
で

定
め
る

割
合
は

７
分
の

６
と
す

る
。

 
 

15
 

法
附

則
第

15
条

第
25

項
第

３
号
イ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
４
分

の
３
と

す
る
。

 
14

 
法

附
則
第

15
条

第
25

項
第

２
号
イ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
４
分

の
３
と

す
る
。

 

16
 

法
附

則
第

15
条

第
25

項
第

３
号
ロ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
４
分

の
３
と

す
る
。

 
15

 
法

附
則
第

15
条

第
25

項
第

２
号
ロ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
４
分

の
３
と

す
る
。

 

17
 

法
附

則
第

15
条

第
25

項
第

３
号
ハ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

16
 

法
附

則
第

15
条

第
25

項
第

２
号
ハ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す
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る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
４
分

の
３
と

す
る
。

 
る

市
町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
４
分

の
３
と

す
る
。

 

18
 

法
附

則
第

15
条

第
25

項
第

４
号
イ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
２
分

の
１
と

す
る
。

 
17

 
法

附
則
第

15
条

第
25

項
第

３
号
イ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
２
分

の
１
と

す
る
。

 

19
 

法
附

則
第

15
条

第
25

項
第

４
号
ロ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
２
分

の
１
と

す
る
。

 
18

 
法

附
則
第

15
条

第
25

項
第

３
号
ロ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
２
分

の
１
と

す
る
。

 

20
 

法
附

則
第

15
条

第
25

項
第

４
号
ハ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
２
分

の
１
と

す
る
。

 
19

 
法

附
則
第

15
条

第
25

項
第

３
号
ハ

に
規
定

す
る
設

備
に
つ

い
て
同

号
に
規

定
す

る
市

町
村

の
条
例

で
定
め

る
割
合

は
２
分

の
１
と

す
る
。

 
21

 
略

  
20

 
略

  

 
21

 
法

附
則
第

15
条

第
32

項
に

規
定
す

る
市
町

村
の
条

例
で
定

め
る
割

合
は
２

分
の

１
と

す
る

。
 

22
 

法
附

則
第

15
条

第
32

項
に

規
定
す

る
市
町

村
の
条

例
で
定

め
る
割

合
は
３

分
の

２
と

す
る

。
 

22
 

法
附

則
第

15
条

第
33

項
に

規
定
す

る
市
町

村
の
条

例
で
定

め
る
割

合
は
３

分
の

２
と

す
る

。
 

23
 

法
附

則
第

15
条

第
37

項
に

規
定
す

る
市
町

村
の
条

例
で
定

め
る
割

合
は
３

分
の

２
と

す
る

。
 

23
 

法
附

則
第

15
条

第
38

項
に

規
定
す

る
市
町

村
の
条

例
で
定

め
る
割

合
は
３

分
の

２
と

す
る

。
 

24
 

法
附

則
第

15
条

第
38

項
に

規
定
す

る
市
町

村
の
条

例
で
定

め
る
割

合
は
２

分
の

１
と

す
る

。
 

 

25
 

法
附

則
第

15
条

第
41

項
に

規
定
す

る
市
町

村
の
条

例
で
定

め
る
割

合
は
３

分
の

１
と

す
る

。
 

24
 

法
附

則
第

15
条

第
42

項
に

規
定
す

る
市
町

村
の
条

例
で
定

め
る
割

合
は
３

分
の

１
と

す
る

。
 

26
 

法
附

則
第

15
条

第
42

項
に

規
定
す

る
市
の

条
例
で

定
め
る

割
合
は

４
分
の

３
と

す
る
。

 
25

 
法

附
則
第

15
条

第
43

項
に

規
定
す

る
市
の

条
例
で

定
め
る

割
合
は

４
分
の

３
と

す
る
。

 

27
 

略
 

26
 

略
 

28
 

略
 

27
 

略
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（
新

築
住

宅
等
に

対
す
る

固
定
資

産
税
の

減
額
の

規
定
の

適
用
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

が
す

べ
き
申

告
）

 
（

新
築
住

宅
等
に

対
す
る

固
定
資

産
税
の

減
額
の

規
定
の

適
用
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

が
す

べ
き
申

告
）

 

第
10

条
の

３
 

略
 

第
10

条
の

３
 

略
 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
市
長

は
、
法

附
則
第

15
条
の

７
第
１

項
又
は

第
２
項

の
認
定

長
期
優

良
住
宅

の

う
ち

区
分

所
有
に

係
る
住

宅
に
つ

い
て
は

、
前
項

の
申
告

書
の
提

出
が
な

か
っ
た

場
合

に
お

い
て
も

、
長
期

優
良
住

宅
の
普

及
の
促

進
に
関

す
る
法

律
（
平

成
20

年

法
律
第

87
号
）

第
５
条

第
４

項
に

規
定
す

る
管
理

者
等
か

ら
、
法

附
則
第

15
条

の

７
第

３
項

に
規
定

す
る
期

間
内
に

施
行
規

則
附
則

第
７
条

第
４
項

に
規
定

す
る
書

類
の

提
出

が
さ
れ

、
か
つ

、
当
該

区
分
所

有
に
係

る
住
宅

が
法
附

則
第

15
条
の

７

第
１

項
又

は
第
２

項
に
規

定
す
る

要
件
に

該
当
す

る
と
認

め
ら
れ

る
と
き

は
、
前

項
の

規
定

に
か
か

わ
ら
ず

、
同
条

第
１
項

又
は
第

２
項
の

規
定
を

適
用
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

 

４
～

８
 

略
 

３
～

７
 

略
 

９
 
法
附

則
第

15
条
の

９
第

４
項

の
高
齢

者
等
居

住
改
修

住
宅
又

は
同
条

第
５
項

の

高
齢

者
等

居
住
改

修
専
有

部
分
に

つ
い
て

、
こ

れ
ら
の

規
定

の
適

用
を
受

け
よ
う

と

す
る

者
は

、
同

条
第
４

項
に

規
定

す
る
居

住
安
全

改
修
工

事
が
完

了
し
た

日
か
ら

３

月
以

内
に

、
次

に
掲
げ

る
事

項
を

記
載
し

た
申
告

書
に
施

行
規
則

附
則
第

７
条
第

９

項
各
号
に

掲
げ
る

書
類
を

添
付
し

て
市
長

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(1
)～

(7
) 

略
 

８
 
法
附

則
第

15
条
の

９
第

４
項

の
高
齢

者
等
居

住
改
修

住
宅
又

は
同
条

第
５
項

の

高
齢

者
等

居
住
改

修
専
有

部
分
に

つ
い
て

、
こ

れ
ら
の

規
定

の
適

用
を
受

け
よ
う

と

す
る

者
は

、
同

条
第
４

項
に

規
定

す
る
居

住
安
全

改
修
工

事
が
完

了
し
た

日
か
ら

３

月
以

内
に

、
次

に
掲
げ

る
事

項
を

記
載
し

た
申
告

書
に
施

行
規
則

附
則
第

７
条
第

８

項
各
号
に

掲
げ
る

書
類
を

添
付
し

て
市
長

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

 
(1

)～
(7

) 
略

 

10
 

法
附

則
第

15
条
の

９
第
９

項
の
熱

損
失
防

止
改
修

等
住
宅

又
は
同

条
第

10
項

の
熱

損
失

防
止
改

修
等
専

有
部
分

に
つ
い

て
、
こ

れ
ら
の

規
定
の

適
用
を

受
け
よ

う
と

す
る

者
は
、

同
条
第

９
項
に

規
定
す

る
熱
損

失
防
止

改
修
工

事
等
が

完
了
し

９
 
法
附

則
第

15
条

の
９

第
９

項
の
熱

損
失
防

止
改
修

等
住
宅

又
は
同

条
第

10
項

の
熱

損
失

防
止
改

修
等
専

有
部
分

に
つ
い

て
、
こ

れ
ら
の

規
定
の

適
用
を

受
け
よ

う
と

す
る

者
は
、

同
条
第

９
項
に

規
定
す

る
熱
損

失
防
止

改
修
工

事
等
が

完
了
し
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た
日

か
ら

３
月
以

内
に
、

次
に
掲

げ
る
事

項
を
記

載
し
た

申
告
書

に
施
行

規
則
附

則
第

７
条

第
10

項
各
号

 に
掲
げ

る
書
類

を
添
付

し
て
市

長
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(1
)～

(6
) 

略
 

た
日

か
ら

３
月
以

内
に
、

次
に
掲

げ
る
事

項
を
記

載
し
た

申
告
書

に
施
行

規
則
附

則
第

７
条

第
９
項

各
号

  
に

掲
げ

る
書
類

を
添
付

し
て
市

長
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(1
)～

(6
) 

略
 

11
 

法
附
則

第
15

条
の

９
の
２

第
１
項

に
規
定

す
る
特

定
耐
震

基
準
適

合
住
宅

に
つ

い
て

、
同

項
の
規

定
の
適

用
を
受

け
よ
う

と
す
る

者
は
、

当
該
特

定
耐
震

基
準
適

合
住

宅
に

係
る
耐

震
改
修

が
完
了

し
た
日

か
ら
３

月
以
内

に
、
次

に
掲
げ

る
事
項

を
記

載
し

た
申
告

書
に
施

行
規
則

附
則
第

７
条
第

11
項
各

号
に

掲
げ
る

 
書
類

を

添
付

し
て

市
長
に

提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
(1

)～
(6

) 
略

 

10
 

法
附
則

第
15

条
の

９
の
２

第
１
項

に
規
定

す
る
特

定
耐
震

基
準
適

合
住
宅

に
つ

い
て

、
同

項
の
規

定
の
適

用
を
受

け
よ
う

と
す
る

者
は
、

当
該
特

定
耐
震

基
準
適

合
住

宅
に

係
る
耐

震
改
修

が
完
了

し
た
日

か
ら
３

月
以
内

に
、
次

に
掲
げ

る
事
項

を
記

載
し

た
申
告

書
に
施

行
規
則

附
則
第

７
条
第

10
項
各

号
に

規
定
す

る
書
類

を

添
付

し
て

市
長
に

提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
(1

)～
(6

) 
略

 

12
 

法
附
則

第
15

条
の

９
の
２

第
４
項

に
規
定

す
る
特

定
熱
損

失
防
止

改
修
等

住
宅

又
は

同
条

第
５
項

に
規
定

す
る
特

定
熱
損

失
防
止

改
修
等

住
宅
専

有
部
分

に
つ
い

て
、
こ
れ

ら
の
規

定
の
適

用
を
受

け
よ
う

と
す
る

者
は
、
法

附
則

第
15

条
の

９
第

９
項

に
規

定
す
る

熱
損
失

防
止
改

修
工
事

等
が
完

了
し
た

日
か
ら

３
月
以

内
に
、

次
に

掲
げ

る
事
項

を
記
載

し
た
申

告
書
に

施
行
規

則
附
則

第
７

条
第

12
項

各
号
に

掲
げ

る
書

類
を
添

付
し
て

市
長
に

提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
(1

)～
(6

) 
略

 

11
 

法
附
則

第
15

条
の

９
の
２

第
４
項

に
規
定

す
る
特

定
熱
損

失
防
止

改
修
等

住
宅

又
は

同
条

第
５
項

に
規
定

す
る
特

定
熱
損

失
防
止

改
修
等

住
宅
専

有
部
分

に
つ
い

て
、
こ
れ

ら
の
規

定
の
適

用
を
受

け
よ
う

と
す
る

者
は
、
法

附
則

第
15

条
の

９
第

９
項

に
規

定
す
る

熱
損
失

防
止
改

修
工
事

等
が
完

了
し
た

日
か
ら

３
月
以

内
に
、

次
に

掲
げ

る
事
項

を
記
載

し
た
申

告
書
に

施
行
規

則
附
則

第
７

条
第

11
項

各
号
に

掲
げ

る
書

類
を
添

付
し
て

市
長
に

提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
(1

)～
(6

) 
略

 

13
 

法
附
則

第
15

条
の

９
の
３

第
１
項

に
規
定

す
る
特

定
マ
ン

シ
ョ
ン

に
係
る

区
分

所
有

に
係

る
家
屋

に
つ
い

て
、
同

項
の
規

定
の
適

用
を
受

け
よ
う

と
す
る

者
は
、

当
該

特
定

マ
ン
シ

ョ
ン
に

係
る
同

項
に
規

定
す
る

工
事
が

完
了
し

た
日
か

ら
３
月

以
内

に
、

次
に
掲

げ
る
事

項
を
記

載
し
た

申
告
書

に
施
行

規
則
附

則
第
７

条
第

17
項

各
号
に

掲
げ
る

書
類
を

添
付
し

て
市
長

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(1
)～

(5
) 

略
 

12
 

法
附
則

第
15

条
の

９
の
３

第
１
項

に
規
定

す
る
特

定
マ
ン

シ
ョ
ン

に
係
る

区
分

所
有

に
係

る
家
屋

に
つ
い

て
、
同

項
の
規

定
の
適

用
を
受

け
よ
う

と
す
る

者
は
、

当
該

特
定

マ
ン
シ

ョ
ン
に

係
る
同

項
に
規

定
す
る

工
事
が

完
了
し

た
日
か

ら
３
月

以
内

に
、

次
に
掲

げ
る
事

項
を
記

載
し
た

申
告
書

に
施
行

規
則
附

則
第
７

条
第

16
項

各
号
に

掲
げ
る

書
類
を

添
付
し

て
市
長

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(1
)～

(5
) 

略
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 14

 
法

附
則
第

15
条
の

10
第

１
項
の

耐
震
基

準
適
合

家
屋
に

つ
い
て

、
同
項

の
規

定
の

適
用

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

は
、
当

該
耐
震

基
準
適

合
家
屋

に
係
る

耐
震
改

修
が

完
了

し
た
日

か
ら
３

月
以
内

に
、
次

に
掲
げ

る
事
項

を
記
載

し
た
申

告
書
に

施
行

規
則

附
則
第

７
条
第

18
項

に
規
定

す
る
補

助
に
係

る
補
助

金
確
定

通
知
書

の

写
し
、
建
築

物
の
耐

震
改
修

の
促

進
に
関

す
る
法

律
（

平
成

７
年

法
律
第

12
3
号

）

第
７

条
又

は
附
則

第
３
条

第
１
項

の
規
定

に
よ
る

報
告
の

写
し
及

び
当
該

耐
震
改

修
後

の
家

屋
が
令

附
則
第

12
条

第
19

項
に

規
定

す
る
基

準
を

満
た
す

こ
と
を

証

す
る

書
類

を
添
付

し
て
市

長
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

) 
 施

行
規

則
附
則

第
７

条
第

18
項
に

規
定
す

る
補
助

の
算

定
の
基

礎
と
な

っ

た
当

該
耐

震
基
準

適
合
家

屋
に
係

る
耐
震

改
修
に

要
し
た

費
用

 
(6

)略
 

13
 

法
附

則
第

15
条
の

10
第

１
項
の

耐
震
基

準
適
合

家
屋
に

つ
い
て

、
同
項

の
規

定
の

適
用

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

は
、
当

該
耐
震

基
準
適

合
家
屋

に
係
る

耐
震
改

修
が

完
了

し
た
日

か
ら
３

月
以
内

に
、
次

に
掲
げ

る
事
項

を
記
載

し
た
申

告
書
に

施
行

規
則

附
則
第

７
条
第

17
項

に
規
定

す
る
補

助
に
係

る
補
助

金
確
定

通
知
書

の

写
し
、
建
築

物
の
耐

震
改
修

の
促

進
に
関

す
る
法

律
（

平
成

７
年

法
律
第

12
3
号

）

第
７

条
又

は
附
則

第
３
条

第
１
項

の
規
定

に
よ
る

報
告
の

写
し
及

び
当
該

耐
震
改

修
後

の
家

屋
が
令

附
則
第

12
条

第
19

項
に

規
定

す
る
基

準
を

満
た
す

こ
と
を

証

す
る

書
類

を
添
付

し
て
市

長
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

) 
 施

行
規

則
附
則

第
７

条
第

17
項
に

規
定
す

る
補
助

の
算

定
の
基

礎
と
な

っ

た
当

該
耐

震
基
準

適
合
家

屋
に
係

る
耐
震

改
修
に

要
し
た

費
用

 
(6

) 
略

 

15
 

略
 

14
 

略
 

（
土

地
に

対
し
て

課
す
る

令
和
６

年
度
か

ら
令
和

８
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
固

定
資

産
税

の
特
例

に
関
す

る
用
語

の
意
義

）
 

（
土

地
に

対
し
て

課
す
る

令
和
３

年
度
か

ら
令
和

５
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
固

定
資

産
税

の
特
例

に
関
す

る
用
語

の
意
義

）
 

第
11

条
 
略

 
第

11
条

 
略

 

（
令

和
７

年
度
又

は
令
和

８
年
度

に
お
け

る
土
地

の
価
格

の
特
例

）
 

（
令

和
４

年
度
又

は
令
和

５
年
度

に
お
け

る
土
地

の
価
格

の
特
例

）
 

第
11

条
の
２

 
市
の

区
域
内

の
自

然
的
及

び
社
会

的
条
件

か
ら
み

て
類
似

の
利
用

価

値
を

有
す

る
と
認

め
ら
れ

る
地
域

に
お
い

て
地
価

が
下
落

し
、
か

つ
、
市

長
が
土

地
の

修
正

前
の
価

格
（
法

附
則
第

17
条

の
２
第

１
項
に

規
定

す
る

修
正
前

の
価
格

を
い
う

。
）
を
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の
課

税
標
準

と
す
る

こ
と
が

固
定
資

産

税
の

課
税

上
著
し

く
均
衡

を
失
す

る
と
認

め
る
場

合
に
お

け
る
当

該
土
地

に
対
し

て
課

す
る

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
は
、

第
６
１

条
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、
令

第
11

条
の
２

 
市
の

区
域
内

の
自

然
的
及

び
社
会

的
条
件

か
ら
み

て
類
似

の
利
用

価

値
を

有
す

る
と
認

め
ら
れ

る
地
域

に
お
い

て
地
価

が
下
落

し
、
か

つ
、
市

長
が
土

地
の

修
正

前
の
価

格
（
法

附
則
第

17
条

の
２
第

１
項
に

規
定

す
る

修
正
前

の
価
格

を
い
う

。
）
を
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の
課

税
標
準

と
す
る

こ
と
が

固
定
資

産

税
の

課
税

上
著
し

く
均
衡

を
失
す

る
と
認

め
る
場

合
に
お

け
る
当

該
土
地

に
対
し

て
課

す
る

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
は
、

第
６
１

条
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、
令
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和
７

年
度

分
又
は

令
和
８

年
度
分

の
固
定

資
産
税

に
限
り

、
当
該

土
地
の

修
正
価

格
（

法
附

則
第

17
条
の

２
第

１
項

に
規
定

す
る
修

正
価
格

を
い
う

。）
で

土
地

課
税

台
帳

等
に

登
録
さ

れ
た
も

の
と
す

る
。

 

和
４

年
度

分
又
は

令
和
５

年
度
分

の
固
定

資
産
税

に
限
り

、
当
該

土
地
の

修
正
価

格
（

法
附

則
第

17
条
の

２
第

１
項

に
規
定

す
る
修

正
価
格

を
い
う

。）
で

土
地

課
税

台
帳

等
に

登
録
さ

れ
た
も

の
と
す

る
。

 

２
 
法
附

則
第

17
条
の

２
第

２
項

に
規
定

す
る
令

和
７
年

度
適
用

土
地
又

は
令
和

７

年
度

類
似

適
用
土

地
で
あ

っ
て
、

令
和
８

年
度
分

の
固
定

資
産
税

に
つ
い

て
前
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け
な

い
こ
と

と
な
る

も
の
に

対
し
て

課
す
る

同
年
度

分
の
固

定
資

産
税

の
課
税

標
準
は

、
第
６

１
条
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

修
正
さ

れ
た
価

格
（

法
附

則
第

17
条
の

２
第

２
項

に
規
定

す
る
修

正
さ
れ

た
価
格

を
い
う

。）
で

 
土

地
課
税

台
帳
等

に
登
録

さ
れ
た

も
の
と

す
る
。

 

２
 
法
附

則
第

17
条
の

２
第

２
項

に
規
定

す
る
令

和
４
年

度
適
用

土
地
又

は
令
和

４

年
度

類
似

適
用
土

地
で
あ

っ
て
、

令
和
５

年
度
分

の
固
定

資
産
税

に
つ
い

て
前
項

 
の

規
定
の

適
用
を

受
け
な

い
こ
と

と
な
る

も
の
に

対
し
て

課
す
る

同
年
度

分
の
固

定
資

産
税

の
課
税

標
準
は

、
第
６

１
条
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

修
正
さ

れ
た
価

格
（

法
附

則
第

17
条
の

２
第

２
項

に
規
定

す
る
修

正
さ
れ

た
価
格

を
い
う

。）
で

 
土

地
課
税

台
帳
等

に
登
録

さ
れ
た

も
の
と

す
る
。

 

（
宅

地
等

に
対
し

て
課
す

る
令
和

６
年
度

か
ら
令

和
８
年

度
ま
で

の
各
年

度
分
の

固
定

資
産

税
の
特

例
）

 
（

宅
地
等

に
対
し

て
課
す

る
令
和

３
年
度

か
ら
令

和
５
年

度
ま
で

の
各
年

度
分
の

 
固

定
資
産

税
の
特

例
）

 

第
12

条
 
宅
地

等
に
係

る
令

和
６

年
度
か

ら
令
和

８
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
固

定

資
産

税
の

額
は
、
当

該
宅

地
等
に

係
る
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産

税
額
が

、
当
該

宅

地
等

の
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産

税
に
係

る
前
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
額
に

、
当
該

宅
地
等

に
係

る
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の
課

税
標
準

と
な
る

べ

き
価
格
（

当
該
宅

地
等
が

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
に

つ
い
て

法
第

34
9条

の
３

の
２

の
規

定
の
適

用
を
受

け
る
宅

地
等
で

あ
る
と

き
は

、
当

該
価

格
に
同

条
に
定

め

る
率

を
乗

じ
て
得

た
額
。

以
下
こ

の
条
に

お
い
て

同
じ

。）
に

10
0分

の
５
 
 

  
  

 
  

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

を
乗
じ

て

得
た

額
を

加
算
し

た
額
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 （
当

該
宅
地

等
が
当

該
年

度
分

の
固
定

資
産
税

に

つ
い

て
法

第
34

9条
の

３
又

は
附

則
第

15
条
か

ら
第

15
条
の

３
ま

で
の
規

定
の
適

用
を

受
け

る
宅
地

等
で
あ

る
と
き

は
、
当

該
額
に

こ
れ
ら

の
規
定

に
定
め

る
率
を

乗

第
12

条
 
宅
地

等
に
係

る
令

和
３

年
度
か

ら
令
和

５
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
固

定

資
産

税
の

額
は
、
当

該
宅

地
等
に

係
る
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産

税
額
が

、
当
該

宅

地
等

の
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産

税
に
係

る
前
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
額
に

、
当
該

宅
地
等

に
係

る
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の
課

税
標
準

と
な
る

べ

き
価
格
（

当
該
宅

地
等
が

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
に

つ
い
て

法
第

34
9条

の
３

の
２

の
規

定
の
適

用
を
受

け
る
宅

地
等
で

あ
る
と

き
は

、
当

該
価

格
に
同

条
に
定

め

る
率

を
乗

じ
て
得

た
額
。

以
下
こ

の
条
に

お
い
て

同
じ

。）
に

10
0分

の
５
（
商

業

地
等

に
係

る
令
和

４
年
度

分
の
固

定
資
産

税
に
あ

っ
て
は

10
0分

の
2.

5）
を

乗
じ

て

得
た

額
を

加
算
し

た
額
（

令
和
３

年
度
分

の
固
定

資
産
税

に
あ
っ

て
は
、
前

年
度

分

の
固

定
資

産
税
の

課
税
標

準
額
）
（
当

該
宅
地

等
が
当

該
年

度
分

の
固
定

資
産
税

に

つ
い

て
法

第
34

9条
の

３
又

は
附

則
第

15
条
か

ら
第

15
条
の

３
ま

で
の
規

定
の
適

用
を

受
け

る
宅
地

等
で
あ

る
と
き

は
、
当

該
額

に
こ
れ

ら
の

規
定

に
定
め

る
率
を

乗
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じ
て

得
た

額
）
を

当
該
宅

地
等
に

係
る
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の
課

税
標
準

と

な
る

べ
き

額
と
し

た
場
合

に
お
け

る
固
定

資
産
税

額
（
以

下
「
宅

地
等
調

整
固
定

資

産
税

額
」

と
い
う

。）
を

超
え
る

場
合
に

は
、
当

該
宅
地

等
調
整

固
定
資

産
税
額

と

す
る
。

 

じ
て

得
た

額
）
を

当
該

宅
地

等
に

係
る
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の
課

税
標
準

と

な
る

べ
き

額
と
し

た
場
合

に
お
け

る
固
定

資
産
税

額
（
以

下
「
宅

地
等
調

整
固
定

資

産
税

額
」

と
い
う

。）
を

超
え
る

場
合
に

は
、
当

該
宅
地

等
調
整

固
定
資

産
税
額

と

す
る
。

 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

を
受
け

る
商
業

地
等
に

係
る
令

和
６
年

度
分
か

ら
令
和

８

年
度

ま
で

の
各
年

度
分
の

宅
地
等

調
整
固

定
資
産

税
額
は

、
当
該

宅
地
等

調
整
固

定
資

産
税

額
が
、

当
該
商

業
地
等

に
係
る

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
と

な
る

べ
き
価

格
に

10
分

の
６

を
乗
じ

て
得
た

額
（
当

該
商
業

地
等
が

当
該
年

度
分

の
固

定
資
産

税
に
つ

い
て
法

第
34

9条
の

３
又
は

附
則
第

15
条

か
ら

第
15

条

の
３

ま
で

の
規
定

の
適
用

を
受
け

る
商
業

地
等
で

あ
る
と

き
は
、

当
該
額

に
こ
れ

ら
の

規
定

に
定
め

る
率
を

乗
じ
て

得
た
額

）
を
当

該
商
業

地
等
に

係
る
当

該
年
度

分
の

固
定

資
産
税

の
課
税

標
準
と

な
る
べ

き
額
と

し
た
場

合
に
お

け
る
固

定
資
産

税
額

を
超

え
る
場

合
に
は

、
同
項

の
規
定

に
か
か

わ
ら
ず

、
当
該

固
定
資

産
税
額

と
す

る
。

 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

を
受
け

る
商
業

地
等
に

係
る
令

和
４
年

度
分
及

び
令
和

５

年
度

分
 

 
 
 

 
 
の

宅
地
等

調
整
固

定
資
産

税
額
は

、
当
該

宅
地
等

調
整
固

定
資

産
税

額
が
、

当
該
商

業
地
等

に
係
る

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
と

な
る

べ
き
価

格
に

10
分

の
６

を
乗
じ

て
得
た

額
（
当

該
商
業

地
等
が

当
該
年

度
分

の
固

定
資
産

税
に
つ

い
て
法

第
34

9条
の

３
又
は

附
則
第

15
条

か
ら

第
15

条

の
３

ま
で

の
規
定

の
適
用

を
受
け

る
商
業

地
等
で

あ
る
と

き
は
、

当
該
額

に
こ
れ

ら
の

規
定

に
定
め

る
率
を

乗
じ
て

得
た
額

）
を
当

該
商
業

地
等
に

係
る
当

該
年
度

分
の

固
定

資
産
税

の
課
税

標
準
と

な
る
べ

き
額
と

し
た
場

合
に
お

け
る
固

定
資
産

税
額

を
超

え
る
場

合
に
は

、
同
項

の
規
定

に
か
か

わ
ら
ず

、
当
該

固
定
資

産
税
額

と
す

る
。

 

３
 
第
１

項
の
規

定
の
適

用
を
受

け
る
宅

地
等
に

係
る
令

和
６
年

度
分
か

ら
令
和

８

年
度

ま
で

の
各
年

度
分
の

宅
地
等

調
整
固

定
資
産

税
額
は

、
当
該

宅
地
等

調
整
固

定

資
産

税
額

が
、
当

該
宅

地
等

に
係

る
当
該

年
度
分

の
固
定

資
産
税

の
課
税

標
準
と

な

る
べ

き
価

格
に

10
分
の

２
を

乗
じ

て
得
た

額
（
当

該
宅
地

等
が
当

該
年
度

分
の
固

定
資

産
税

に
つ
い

て
法
第

34
9条

の
３
又

は
附
則

第
15

条
か

ら
第

15
条

の
３
ま

で

の
規

定
の

適
用
を

受
け
る

宅
地
等

で
あ
る

と
き
は

、
当

該
額

に
こ

れ
ら
の

規
定
に

定

め
る

率
を

乗
じ
て

得
た
額

）
を
当

該
宅
地

等
に
係

る
当
該

年
度
分

の
固
定

資
産
税

の

課
税

標
準

と
な
る

べ
き
額

と
し
た

場
合
に

お
け
る

固
定
資

産
税
額

に
満
た

な
い
場

合
に

は
、

同
項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

当
該
固

定
資
産

税
額
と

す
る
。

 

３
 
第
１

項
の
規

定
の
適

用
を
受

け
る
宅

地
等
に

係
る
令

和
４
年

度
分
及

び
令
和

５

年
度

分
 

 
 
 

 
 
の

宅
地
等

調
整
固

定
資
産

税
額
は

、
当
該

宅
地
等

調
整
固

定

資
産

税
額

が
、
当

該
宅

地
等

に
係

る
当
該

年
度
分

の
固
定

資
産
税

の
課
税

標
準
と

な

る
べ

き
価

格
に

10
分
の

２
を

乗
じ

て
得
た

額
（
当

該
宅
地

等
が
当

該
年
度

分
の
固

定
資

産
税

に
つ
い

て
法
第

34
9条

の
３
又

は
附
則

第
15

条
か

ら
第

15
条

の
３
ま

で

の
規

定
の

適
用
を

受
け
る

宅
地
等

で
あ
る

と
き
は

、
当

該
額

に
こ

れ
ら
の

規
定
に

定

め
る

率
を

乗
じ
て

得
た
額

）
を
当

該
宅
地

等
に
係

る
当
該

年
度
分

の
固
定

資
産
税

の

課
税

標
準

と
な
る

べ
き
額

と
し
た

場
合
に

お
け
る

固
定
資

産
税
額

に
満
た

な
い
場

合
に

は
、

同
項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

当
該
固

定
資
産

税
額
と

す
る
。
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４
 

 商
業
地

等
の
う

ち
当

該
商

業
地
等

の
当
該

年
度
の

負
担
水

準
が

0.
6以

上
0.

7以
下

の
も
の

に
係
る

令
和
６

年
度
か

ら
令
和

８
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の

額
は

、
第
１

項
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、
当

該
商
業

地
等
の

当
該
年

度
分
の

固
定

資
産

税
に
係

る
前
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
額
（

当
該
商

業
地
等

が
当

該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
に

つ
い
て

法
第

34
9条

の
３

又
は

附
則
第

15
条

か

ら
第

15
条

の
３

ま
で
の

規
定

の
適

用
を
受

け
る
商

業
地
等

で
あ
る

と
き
は

、
前
年

度
分

の
固

定
資
産

税
の
課

税
標
準

額
に
こ

れ
ら
の

規
定
に

定
め
る

率
を
乗

じ
て
得

た
額

）
を

当
該
商

業
地
等

に
係
る

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
と
な

る
べ

き
額

と
し
た

場
合
に

お
け
る

固
定
資

産
税
額

（
以
下

「
商
業

地
等
据

置
固
定

資
産

税
額

」
と
い

う
。
）

と
す
る

。
 

４
 

 商
業
地

等
の
う

ち
当

該
商

業
地
等

の
当
該

年
度
の

負
担
水

準
が

0.
6以

上
0.

7以
下

の
も
の

に
係
る

令
和
３

年
度
か

ら
令
和

５
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の

額
は

、
第
１

項
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、
当

該
商
業

地
等
の

当
該
年

度
分
の

固
定

資
産

税
に
係

る
前
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
額
（

当
該
商

業
地
等

が
当

該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
に

つ
い
て

法
第

34
9条

の
３

又
は

附
則
第

15
条

か

ら
第

15
条

の
３

ま
で
の

規
定

の
適

用
を
受

け
る
商

業
地
等

で
あ
る

と
き
は

、
前
年

度
分

の
固

定
資
産

税
の
課

税
標
準

額
に
こ

れ
ら
の

規
定
に

定
め
る

率
を
乗

じ
て
得

た
額

）
を

当
該
商

業
地
等

に
係
る

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
と
な

る
べ

き
額

と
し
た

場
合
に

お
け
る

固
定
資

産
税
額

（
以
下

「
商
業

地
等
据

置
固
定

資
産

税
額

」
と
い

う
。
）

と
す
る

。
 

５
 
商
業

地
等
の

う
ち
当

該
商
業

地
等
の

当
該
年

度
の
負

担
水
準

が
0.

7を
超

え
る
も

の
に

係
る

令
和
６

年
度
か

ら
令
和

８
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の
額

は
、

第
１

項
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、
当

該
商
業

地
等
に

係
る
当

該
年
度

分
の
固

定
資

産
税

の
課
税

標
準
と

な
る
べ

き
価
格

に
10

分
の
７

を
乗

じ
て

得
た
額

（
当
該

商
業

地
等

が
当
該

年
度
分

の
固
定

資
産
税

に
つ
い

て
法
第

34
9条

の
３
又

は
附
則

第
15

条
か

ら
第

15
条

の
３
ま

で
の

規
定
の

適
用
を

受
け
る

商
業
地

等
で
あ

る
と
き

は
、

当
該

額
に
こ

れ
ら
の

規
定
に

定
め
る

率
を
乗

じ
て
得

た
額
）

を
当
該

商
業
地

等
に

係
る

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
と
な

る
べ
き

額
と
し

た
場
合

に
お

け
る

固
定
資

産
税
額

（
以
下

「
商
業

地
等
調

整
固
定

資
産
税

額
」
と

い
う

。
）

と
す

る
。

 

５
 
商
業

地
等
の

う
ち
当

該
商
業

地
等
の

当
該
年

度
の
負

担
水
準

が
0.

7を
超

え
る
も

の
に

係
る

令
和
３

年
度
か

ら
令
和

５
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の
額

は
、

第
１

項
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、
当

該
商
業

地
等
に

係
る
当

該
年
度

分
の
固

定
資

産
税

の
課
税

標
準
と

な
る
べ

き
価
格

に
10

分
の
７

を
乗

じ
て

得
た
額

（
当
該

商
業

地
等

が
当
該

年
度
分

の
固
定

資
産
税

に
つ
い

て
法
第

34
9条

の
３
又

は
附
則

第
15

条
か

ら
第

15
条

の
３
ま

で
の

規
定
の

適
用
を

受
け
る

商
業
地

等
で
あ

る
と
き

は
、

当
該

額
に
こ

れ
ら
の

規
定
に

定
め
る

率
を
乗

じ
て
得

た
額
）

を
当
該

商
業
地

等
に

係
る

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
と
な

る
べ
き

額
と
し

た
場
合

に
お

け
る

固
定
資

産
税
額

（
以
下

「
商
業

地
等
調

整
固
定

資
産
税

額
」
と

い
う

。
）

と
す

る
。

 

（
農

地
に

対
し
て

課
す
る

令
和
６

年
度
か

ら
令
和

８
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
固

定
資

産
税

の
特
例

）
 

（
農

地
に

対
し
て

課
す
る

令
和
３

年
度
か

ら
令
和

５
年
度

ま
で
の

各
年
度

分
の
固

 
定

資
産
税

の
特
例

）
 

第
13

条
 
農
地

に
係
る

令
和

６
年

度
か
ら

令
和
８

年
度
ま

で
の
各

年
度
分

の
固
定

資
第

13
条

 
農
地

に
係
る

令
和

３
年

度
か
ら

令
和
５

年
度
ま

で
の
各

年
度
分

の
固
定

資
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産
税

の
額

は
、
当

該
農
地

に
係
る

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
額

が
、
当

該
農
地

に

係
る

当
該

年
度
分

の
固
定

資
産
税

に
係
る

前
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の
課

税
標
準

額
（

当
該

農
地
が

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
に

つ
い
て

法
第

34
9条

の
３
又

は
附

 
則

第
15

条
か
ら

第
15

条
の
３

ま
で

の
規
定

の
適
用

を
受
け

る
農
地

で
あ
る

と
き
は

、

当
該

課
税

標
準
額

に
こ
れ

ら
の
規

定
に
定

め
る
率

を
乗
じ

て
得
た

額
 
 

 
 
 

  
  

 
 

  
  
 

  
  

 ）
に

、
当

該
農

地
の
当

該
年
度

の
次
の

表
の
左

欄
に
掲

げ
る
負

担

水
準

の
区

分
に
応

じ
、
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
負

担
調
整

率
を
乗

じ
て
得

た
額
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 を

当
該
農

地
に
係

る
当

該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
と
な

る
べ
き

額

と
し

た
場

合
に
お

け
る
固

定
資
産

税
額
（
以

下
「

農
地

調
整

固
定

資
産
税

額
」
と
い

う
。）

を
超
え

る
場
合

に
は

、
当

該
農
地

調
整
固

定
資
産

税
額
と

す
る
。

 

産
税

の
額

は
、
当

該
農
地

に
係
る

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
額

が
、
当

該
農
地

に

係
る

当
該

年
度
分

の
固
定

資
産
税

に
係
る

前
年
度

分
の
固

定
資
産

税
の
課

税
標
準

額
（

当
該

農
地
が

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
に

つ
い
て

法
第

34
9条

の
３
又

は
附

 
則

第
15

条
か
ら

第
15

条
の
３

ま
で

の
規
定

の
適
用

を
受
け

る
農
地

で
あ
る

と
き
は

、

当
該

課
税

標
準
額

に
こ
れ

ら
の
規

定
に
定

め
る
率

を
乗
じ

て
得
た

額
。
以

下
こ
の

項

に
お

い
て

同
じ

。）
に

、
当

該
農

地
の
当

該
年
度

の
次
の

表
の
左

欄
に
掲

げ
る
負

担

水
準

の
区

分
に
応

じ
、
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
負

担
調
整

率
を
乗

じ
て
得

た
額
（

令

和
３

年
度

分
の
固

定
資
産

税
に
あ

っ
て
は

、
前
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準

額
）
を
当

該
農
地

に
係
る

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
の

課
税
標

準
と
な

る
べ
き

額

と
し

た
場

合
に
お

け
る
固

定
資
産

税
額
（
以

下
「

農
地

調
整

固
定

資
産
税

額
」
と
い

う
。）

を
超
え

る
場
合

に
は

、
当

該
農
地

調
整
固

定
資
産

税
額
と

す
る
。

 

負
担

水
準

の
区
分

 
負

担
調
整

率
 

0.
9
以

上
の

も
の

 
1.

02
5 

0.
8
以

上
0.

9
未

満
の
も

の
 

1.
05

 
0.

7
以

上
0.

8
未

満
の
も

の
 

1.
07

5 
0.

7
未

満
の

も
の

 
1.

1 
 

負
担

水
準

の
区
分

 
負

担
調
整

率
 

0.
9
以

上
の

も
の

 
1.

02
5 

0.
8
以

上
0.

9
未

満
の
も

の
 

1.
05

 
0.

7
以

上
0.

8
未

満
の
も

の
 

1.
07

5 
0.

7
未

満
の

も
の

 
1.

1 
 

（
特

別
土

地
保
有

税
の
課

税
の
特

例
）

 
（

特
別
土

地
保
有

税
の
課

税
の
特

例
）

 

第
15

条
 
附
則

第
12

条
第
１

項
か

ら
第
５

項
ま
で

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

宅
地
等

（
 

附
則
第

11
条

第
２
号

に
掲
げ

る
宅

地
等
を

い
う
も

の
と
し

、
法
第

34
9条

の
３

、
第

34
9条

の
３
の

２
又
は

附
則
第

15
条

か
ら

第
15

条
の
３

ま
で

の
規

定
の
適

用
が
あ

る
宅

地
等

を
除
く

。）
に

対
し
て

課
す
る

令
和
６

年
度
か

ら
令
和

８
年
度

ま
で
の

各

年
度

分
の

特
別
土

地
保
有

税
に
つ

い
て
は

、
第

13
7条

第
１

号
及

び
第

14
0条

の
５

中
「

当
該

年
度
分

の
固
定

資
産
税

の
課
税

標
準
と

な
る
べ

き
価
格

」
と
あ

る
の
は

、

第
15

条
 
附
則

第
12

条
第
１

項
か

ら
第
５

項
ま
で

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

宅
地
等

（
 

附
則
第

11
条

第
２
号

に
掲
げ

る
宅

地
等
を

い
う
も

の
と
し

、
法
第

34
9条

の
３

、
第

34
9条

の
３
の

２
又
は

附
則
第

15
条

か
ら

第
15

条
の
３

ま
で

の
規

定
の
適

用
が
あ

る
宅

地
等

を
除
く

。）
に

対
し
て

課
す
る

令
和
３

年
度
か

ら
令
和

５
年
度

ま
で
の

各

年
度

分
の

特
別
土

地
保
有

税
に
つ

い
て
は

、
第

13
7条

第
１

号
及

び
第

14
0条

の
５

中
「

当
該

年
度
分

の
固
定

資
産
税

の
課
税

標
準
と

な
る
べ

き
価
格

」
と
あ

る
の
は

、
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「
当

該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
に

係
る
附

則
第

12
条
第

１
項

か
ら

第
５
項

ま
で
に

規
定

す
る

課
税
標

準
と
な

る
べ
き

額
」
と

す
る
。

 
「

当
該
年

度
分
の

固
定
資

産
税
に

係
る
附

則
第

12
条
第

１
項

か
ら

第
５
項

ま
で
に

規
定

す
る

課
税
標

準
と
な

る
べ
き

額
」
と

す
る
。

 

２
 
法
附

則
第

11
条

の
５
第

１
項

に
規
定

す
る
宅

地
評
価

土
地
の

取
得
の

う
ち
平

成

18
年

１
月

１
日

か
ら
令

和
９

年
３

月
31

日
ま
で

の
間
に

さ
れ

た
も

の
に
対

し
て
課

す
る

特
別

土
地
保

有
税
に

つ
い
て

は
、
第

13
7条

第
２

号
中
「
不

動
産
取

得
税
の

課

税
標

準
と

な
る
べ

き
価
格

」
と
あ

る
の
は

「
不
動

産
取
得

税
の
課

税
標
準

と
な
る

 
べ

き
価
格

（
法
附

則
第

11
条

の
５

第
１
項

の
規
定

の
適
用

が
な
い

も
の
と

し
た
場

合
に

お
け

る
課
税

標
準
と

な
る
べ

き
価
格

を
い
う

。）
に

２
分
の

１
を
乗

じ
て
得

た

額
」
と

し
、
「

令
第

54
条

の
38

第
１

項
に

規
定
す

る
価
格

」
と
あ

る
の
は
「
令

第
54

条
の

38
第

１
項

に
規
定

す
る

価
格

（
法
附

則
第

11
条

の
５
第

１
項

の
規
定

の
適
用

が
な

い
も

の
と
し

た
場
合

に
お
け

る
価
格

を
い
う

。）
に

２
分
の

１
を
乗

じ
て
得

た

額
」

と
す

る
。

 

２
 
法
附

則
第

11
条

の
５
第

１
項

に
規
定

す
る
宅

地
評
価

土
地
の

取
得
の

う
ち
平

成

18
年

１
月

１
日

か
ら
令

和
６

年
３

月
31

日
ま
で

の
間
に

さ
れ

た
も

の
に
対

し
て
課

す
る

特
別

土
地
保

有
税
に

つ
い
て

は
、
第

13
7条

第
２
号

中
「
不

動
産
取

得
税
の

課

税
標

準
と

な
る
べ

き
価
格

」
と
あ

る
の
は

「
不
動

産
取
得

税
の
課

税
標
準

と
な
る

べ
き

価
格

（
法
附

則
第

11
条

の
５

第
１
項

の
規
定

の
適
用

が
な
い

も
の
と

し
た
場

合
に

お
け

る
課
税

標
準
と

な
る
べ

き
価
格

を
い
う

。）
に

２
分
の

１
を
乗

じ
て
得

た

額
」
と
し

、「
令
第

54
条
の

38
第

１
項
に

規
定
す

る
価
格

」
と
あ

る
の
は
「

令
第

54
条

の
38

第
１
項

に
規
定

す
る

価
格

（
法
附

則
第

11
条

の
５
第

１
項

の
規
定

の
適
用

が
な

い
も

の
と
し

た
場
合

に
お
け

る
価
格

を
い
う

。）
に

２
分
の

１
を
乗

じ
て
得

た

額
」

と
す

る
。

 

３
～

５
 

略
 

３
～

５
 

略
 

（
上

場
株

式
等
に

係
る
配

当
所
得

等
に
係

る
市
民

税
の
課

税
の
特

例
）

 
（

上
場
株

式
等
に

係
る
配

当
所
得

等
に
係

る
市
民

税
の
課

税
の
特

例
）

 

第
16

条
の

３
 

略
 

第
16

条
の

３
 

略
 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
あ

る
場
合

に
は
、

次
に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

) 
 附

則
第

７
条
の

５
及
び

附
則

第
７
条

の
８
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
８
中
「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る
の

は
、

「
所

得
割

の
額
並

び
に
附

則
第

16
条

の
３

第
１

項
の
規

定
に
よ

る
市
民

税
の
所

得
割

の
額

」
と
す

る
。

 

３
 
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
あ

る
場
合

に
は
、

次
に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 

（
土
地

の
譲

渡
等

に
係

る
事
業

所
得
等

に
係

る
市

民
税

の
課

税
の
特

例
）

 
（
土
地

の
譲

渡
等

に
係

る
事
業

所
得
等

に
係

る
市

民
税

の
課

税
の
特

例
）
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 第

16
条

の
４
 

略
 

第
16

条
の

４
 

略
 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
あ

る
場
合

に
は
、

次
に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

) 
 附

則
第

７
条
の

５
及
び

附
則

第
７
条

の
８
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
８
中
「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る
の

は
、

「
所

得
割

の
額
並

び
に
附

則
第

16
条

の
４

第
１

項
の
規

定
に
よ

る
市
民

税
の
所

得
割

の
額

」
と
す

る
。

 

３
 
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
あ

る
場
合

に
は
、

次
に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 

４
 
略

 
４

 
略

 

（
長

期
譲

渡
所
得

に
係
る

個
人
の

市
民
税

の
課
税

の
特
例

）
 

（
長

期
譲

渡
所
得

に
係
る

個
人
の

市
民
税

の
課
税

の
特
例

）
 

第
17

条
 
略

 
第

17
条

 
略

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
あ

る
場
合

に
は
、

次
に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

 ) 
 附

則
第

７
条
の

５
及

び
附

則
第
７

条
の
８

の
規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は
、

附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
８
中
「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る
の

は
、

「
所

得
割

の
額
並

び
に
附

則
第

17
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る
市

民
税
の

所
得
割

の
額

」
と

す
る
。

 

３
 
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
あ

る
場
合

に
は
、

次
に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 

（
短

期
譲

渡
所
得

に
係
る

個
人
の

市
民
税

の
課
税

の
特
例

）
 

（
短

期
譲

渡
所
得

に
係
る

個
人
の

市
民
税

の
課
税

の
特
例

）
 

第
18

条
 
略

 
第

18
条

 
略

 

２
～

４
 

略
 

２
～

４
 

略
 

５
 
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
あ

る
場
合

に
は
、

次
に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

 
５

 
第
１

項
の
規

定
の
適

用
が
あ

る
場
合

に
は
、

次
に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。
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(1
)～

(4
) 

略
 

(5
) 

 附
則
第

７
条
の

５
及
び

附
則

第
７
条

の
８
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
８
中
「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る
の

は
、

「
所

得
割

の
額
並

び
に
附

則
第

18
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る
市

民
税
の

所
得
割

の
額

」
と

す
る
。

 

(1
)～

(4
) 

略
 

（
一

般
株

式
等
に

係
る
譲

渡
所
得

等
に
係

る
個
人

の
市
民

税
の
課

税
の
特

例
）

 
（

一
般
株

式
等
に

係
る
譲

渡
所
得

等
に
係

る
個
人

の
市
民

税
の
課

税
の
特

例
）

 

第
19

条
 
略

 
第

19
条

 
略

 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

) 
 附

則
第

７
条
の

５
及
び

附
則

第
７
条

の
８
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
８
中
「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る
の

は
、

「
所

得
割

の
額
並

び
に
附

則
第

19
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る
市

民
税
の

所
得
割

の
額

」
と

す
る
。

 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 

（
先

物
取

引
に
係

る
雑
所

得
等
に

係
る
個

人
の
市

民
税
の

課
税
の

特
例
）

 
（

先
物
取

引
に
係

る
雑
所

得
等
に

係
る
個

人
の
市

民
税
の

課
税
の

特
例
）

 

第
20

条
 

略
 

第
20

条
 

略
 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

) 
 附

則
第

７
条
の

５
及
び

附
則

第
７
条

の
８
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
８
中
「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る
の

は
、

「
所

得
割

の
額
並

び
に
附

則
第

20
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る
市

民
税
の

所
得
割

の
額

」
と

す
る
。

 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 

（
特

例
適

用
利
子

等
及
び

特
例
適

用
配
当

等
に
係

る
個
人

の
市
民

税
の
課

税
の
特

例
）

 
（

特
例
適

用
利
子

等
及
び

特
例
適

用
配
当

等
に
係

る
個
人

の
市
民

税
の
課

税
の
特

例
）
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 第

20
条
の

２
 
略

 
第

20
条
の

２
 略

 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

) 
 附

則
第

７
条
の

５
及
び

附
則

第
７
条

の
８
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
８
中
「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る
の

は
、

「
所

得
割

の
額
並

び
に
附

則
第

20
条

の
２

第
１

項
の
規

定
に
よ

る
市
民

税
の
所

得
割

の
額

」
と
す

る
。

 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 

３
～

４
 

略
 

３
～

４
 

略
 

５
 
第
３

項
後
段

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

) 
 附

則
第

７
条
の

５
及
び

附
則

第
７
条

の
８
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
８
中
「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る
の

は
、

「
所

得
割

の
額
並

び
に
附

則
第

20
条

の
２

第
３

項
後
段

の
規
定

に
よ
る

市
民
税

の
所

得
割

の
額
」

と
す
る

。
 

５
 
第
３

項
後
段

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 

（
条

約
適

用
利
子

等
及
び

条
約
適

用
配
当

等
に
係

る
個
人

の
市
民

税
の
課

税
の
特

例
）

 
（

条
約
適

用
利
子

等
及
び

条
約
適

用
配
当

等
に
係

る
個
人

の
市
民

税
の
課

税
の
特

例
）

 

第
20

条
の

３
 

略
 

第
20

条
の

３
 

略
 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

) 
 附

則
第

７
条
の

５
及
び

附
則

第
７
条

の
８
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
８
中
「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る
の

は
、

「
所

得
割

の
額
並

び
に
附

則
第

20
条

の
３

第
１

項
の
規

定
に
よ

る
市
民

税
の
所

得
割

の
額

」
と
す

る
。

 

２
 
前
項

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
 



- 2
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３
～

４
 

略
 

３
～

４
 

略
 

５
 
第
３

項
後
段

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 
(5

) 
 附

則
第

７
条
の

５
及
び

附
則

第
７
条

の
８
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
附

則
第

７
条

の
５
第

１
項
及

び
附
則

第
７
条

の
８
中
「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る
の

は
、

「
所

得
割

の
額
並

び
に
附

則
第

20
条

の
３

第
３

項
後
段

の
規
定

に
よ
る

市
民
税

の
所

得
割

の
額
」

と
す
る

。
 

５
 
第
３

項
後
段

の
規
定

の
適
用

が
あ
る

場
合
に

は
、
次

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

)～
(4

) 
略

 

６
 
略

 
６

 
略
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瑞穂市税条例等の一部を改正する条例の概要 

１ 改正趣旨 

地方税法の一部を改正する法律（令和６年法律第２号）、地方税法等の一部を

改正する法律（令和６年法律第４号）及び地方税法施行令の一部を改正する政令

（令和６年政令第３４号）が公布されたことより、条例の一部を改正するもの。 

 

２ 改正内容 

（１）本則の改正 

第５１条（市民税の減免） 

第７１条（固定資産税の減免） 

第１３９条の３（特別土地保有税の減免） 

 いずれも職権による減免を可能とする規定の追加のため条文を改正するも

の。 

 

（２）附則の改正 

  第５条の２（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

   地方税法附則第４条の４、第４条の５、第４条の６の改正に伴い、令和６年

能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例を新設するために改正するもの。 

 

  第６条（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

   地方税法附則第４条の４、第４条の５、第４条の６の改正に伴い生じる条ず

れを反映するために改正するもの。 

 

  第７条の５（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の６（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第７条の７（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する

特例） 

第７条の８（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

   地方税法附則第５条の８、第５条の９、第５条の１１、第５条の１２の改正

に伴い、個人住民税の特別税額控除に係る規定を新設するために改正するも

の。 

 

第８条（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 

   条例の第７条の５、第７条の６、第７条の７及び第７条の８の改正により条

ずれが生じるため改正するもの。 

地方税法附則第６条の改正に伴い、特別税額控除額の算定に用いる「所得割

の額」について、当該規定の適用後のものとなるよう読替え規定を追加するた

めに改正するもの。 

 

  第１０条の２（地方税法附則第 15 条第２項第１号等の条例で定める割合） 

資料 承１－２
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地方税法附則第１５条の改正に伴い、再生可能エネルギー発電設備に係る課

税標準の特例措置のうち、一定のバイオマス発電設備についてわがまち特例の

割合を定める規定及び居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための課税標

準の特例措置のわがまち特例の割合を定める規定を新設するために改正するも

の。また、これにより条例の項ずれが生じるため改正するもの。 

地方税法附則第１５条の改正に伴い生じる項ずれを反映するために改正する

もの。 

 

第１０条の３（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告） 

地方税法附則第１５条の７の改正に伴い、認定長期優良住宅に係る特例につ

いて、申告書の提出がない場合でも、一定の要件に該当すると認められる場合

には特例を適用できることとする規定を新設するために改正するもの。また、

これにより条例の項ずれが生じるため改正するもの。 

地方税法施行規則附則第７条の改正に伴い生じる項ずれを反映するために改

正するもの。 

 

  第１１条（土地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の固

定資産税の特例に関する用語の意義） 

第１１条の２（令和７年度又は令和８年度における土地の価格の特例） 

第１２条（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の

固定資産税の特例） 

第１３条（農地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の固

定資産税の特例） 

第１５条（特別土地保有税の課税の特例） 

地方税法附則第１７条、第１７条の２、第１８条、第１９条、第３１条の３

の改正に伴い、いずれも年度を更新するために改正するもの 

 

  第１６条の３第３項（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特

例） 

   地方税法附則第３３条の２第７項の改正に伴い、特別税額控除の対象となる

「所得割の額」について、上場株式等の配当所得の分離課税分の個人住民税の

所得割の額を含める読替え規定を追加するために改正するもの。 

 

第１６条の４第３項（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特

例） 

 地方税法附則第３３条の３第７項の改正に伴い、特別税額控除の対象となる

「所得割の額」について、土地等の譲渡等に係る事業所得等の分離課税分の個

人住民税の所得割の額を含める読替え規定を追加するために改正するもの。 

 

第１７条第３項（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 
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 地方税法附則第３４条第６項の改正に伴い、特別税額控除の対象となる「所

得割の額」について、長期譲渡所得の分離課税分の個人住民税の所得割の額を

含める読替え規定を追加するために改正するもの。 

 

第１８条第５項（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

 地方税法附則第３５条第８項の改正に伴い、特別税額控除の対象となる「所

得割の額」について、短期譲渡所得の分離課税分の個人住民税の所得割の額を

含める読替え規定を追加するために改正するもの。 

 

第１９条第２項（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

 地方税法附則第３５条の２第８項の改正に伴い、特別税額控除の対象となる

「所得割の額」について、一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税分の個人住

民税の所得割の額を含める読替え規定を追加するために改正するもの。 

 

第２０条第２項（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

 地方税法附則第３５条の４第５項の改正に伴い、特別税額控除の対象となる

「所得割の額」について、先物取引に係る雑所得等の分離課税分の個人住民税

の所得割の額を含める読替え規定を追加するために改正するもの。 

 

第２０条の２第２項、第５項（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

 外国居住者等所得相互免除法第８条第８項、第１１項の改正に伴い、特別税

額控除の対象となる「所得割の額」について、特例適用利子等及び配当等に係

る個人住民税の所得割の額を含める読替え規定を追加するために改正するも

の。 

 

第２０条の３第２項、第５項（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１１項、第１４項の改正に伴い、特

別税額控除の対象となる「所得割の額」について、条約適用利子等及び配当等

に係る個人住民税の所得割の額を含める読替え規定を追加するために改正する

もの。 

 

３ 適用関係 

 第１条（施行期日） 

  令和６年４月１日から施行する。ただし附則第５条の２、附則第６条の改正規

定は公布の日から施行する。 

第２条（固定資産税に関する経過措置） 



承認第２号 

瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処分に

ついて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和６年３月３１日別紙のとおり瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を

求める。  

令和６年５月１０日提出  

                     瑞穂市長 森   和  之  

提案理由  

 地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１３６号）の公布に

伴い、市条例を改正する専決処分をしたので、これを報告し、議会の承認を求

めるもの。  
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資料 承２－１
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(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき29万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき29万円     を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア~カ 略 ア~カ 略 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき54万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき53万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア~カ 略 ア~カ 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

 



 

瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正趣旨 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１３６号）が令和６年

３月３０日に公布されたことにより、条例の一部を改正するもの。 

 

２ 本則の改正内容 

第２条関係（課税額） 

地方税法施行令第５６条の８８条の２の改正に伴い、課税限度額の引上げす

るもの。 

・基礎に係る課税限度額 ６５万円（据え置き） 

・後期高齢者支援金に係る課税限度額２２万円→２４万円（２万円引き上げ） 

・介護納付金に係る課税限度額 １７万円（据え置き） 

 

  第２３条第１項関係（国民健康保険税の減額） 

地方税法施行令第５６条の８９の改正に伴い、減額措置に係る軽減判定所得

の基準額の見直しするもの。 

◆軽減判定所得(現行) 

・７割軽減基準額＝基礎控除額(４３万円)×（給与所得者等の数‐１） 

・５割軽減基準額＝基礎控除額(４３万円) 

＋２９万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）＋

〔１０万円×（給与所得者等の数－1）〕 

・２割軽減基準額＝基礎控除額(４３万円) 

＋５３万５千円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

＋〔１０万円×（給与所得者等の数－1）〕 

改正後 

◆軽減判定所得(改正後) 

・７割軽減基準額＝基礎控除額(４３万円)× （給与所得者等の数‐１） 

・・・変更ありません。 

・５割軽減基準額＝基礎控除額(４３万円) 

＋２９万５千円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

＋〔１０万円×（給与所得者等の数－1）〕 

・２割軽減基準額＝基礎控除額(４３万円) 

＋５４万５千円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

＋〔１０万円×（給与所得者等の数－1）〕 

 

３ 適用関係 

第１条 （施行期日） 

  令和６年４月１日から施行 

第２条 （経過措置） 

資料 承２－２



 
承認第３号  

令和５年度瑞穂市一般会計補正予算（第８号）の専決処分について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、

承認を求める。  

  令和６年５月１０日提出  

瑞穂市長 森   和  之  

   提案理由  

 令和３年度（令和４年度への繰越分）新型コロナウイルスワクチン接種体制

確保事業費国庫補助金及び令和４年度（令和３年度からの繰越分）新型コロナ

ウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金について、実績報告に基づき

交付額が確定し、受入済額から差額を返還するために補正予算を専決処分した

ので、これを報告し、議会の承認を求めるもの。  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 度 
 

瑞穂市一般会計補正予算（第８号） 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

令和５年度瑞穂市一般会計補正予算（第８号） 
 

令和５年度瑞穂市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１２，０７５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１，７９４，８３９千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和６年３月２１日提出 

 

瑞穂市長 森   和  之  
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

18 繰 入 金 １，１２１，４９５ １１２，０７５ １，２３３，５７０

2 基 金 繰 入 金 １，１１４，９７５ １１２，０７５ １，２２７，０５０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２１，６８２，７６４ １１２，０７５ ２１，７９４，８３９

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

4 衛 生 費 １，６７３，７２４ １１２，０７５ １，７８５，７９９

1 保 健 衛 生 費 ５４４，８０５ １１２，０７５ ６５６，８８０

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２１，６８２，７６４ １１２，０７５ ２１，７９４，８３９

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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１　総括

(歳　入) (単位：千円)

18

(歳　出) (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

4 衛 生 費 1,673,724 112,075 1,785,799    112,075

歳 出 合 計 21,682,764 112,075 21,794,839    112,075

補 正 額補 正 前 の 額

２１，７９４，８３９

１，２３３，５７０

１１２，０７５

１１２，０７５

２１，６８２，７６４

１，１２１，４９５

一 般 会 計 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

款

繰 入 金

歳 入 合 計

計
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２　歳入
(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金 (単位：千円)
節

説　　　明

1 1 財政調整基 112,075 財政調整基金繰入金       

金繰入金

３　歳出
(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費 (単位：千円)

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 3 予防費 214,524 112,075 326,599 112,075 22 償還金､利 112,075 償還金                                

子及び割引

料

計 544,805 112,075 656,880 112,075

合　計 21,682,764 112,075 21,794,839 112,075

合　計 21,682,764 112,075 21,794,839

金   額

1,227,050

261,939

目

財政調整基金繰入金

計

補 正 前 の 額 補 正 額

1,114,975

149,864

国 県 支 出 金 地 方 債 金   額

112,075

112,075

計
区   分

そ の 他 一 般 財 源 区   分

-4-



議案第２９号 

   瑞穂市固定資産評価員の選任について 

 瑞穂市固定資産評価員に下記の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第４０４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

                 記                  

１ 住  所 羽島市正木町 

２ 氏  名 北島 博輝 

３ 生年月日 昭和 

  令和６年５月１０日提出 

                     瑞穂市長 森   和  之  

   提案理由 

 固定資産評価員宮田典雄氏が令和６年４月１日の瑞穂市役所の人事異動によ

って税務課長の職を離れたことから、新たに北島博輝氏を固定資産評価員とし

て選任したいので、議会の同意を求めるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


